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令和７年度 関東森林管理局 森林・林業技術等交流発表会の開催に当たり、主催者を代表して、一

言御挨拶申し上げます。 

 

本交流発表会をこのように盛大に開催できますことは、日頃より森林管理行政の推進に御理解と御協

力を賜っております関係機関の皆さまの御支援の賜物であり、厚く御礼申し上げます。 

とりわけ、現場の第一線において業務に携わりながら、課題意識を持って取組を進め、その成果を取

りまとめてこられた発表者の皆さまの御尽力に対し、深く敬意を表します。 

 

また、審査員の皆さまには、大変御多忙のところ御快諾いただき、誠にありがとうございます。 

２日間にわたり、専門的見地から御審査を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 

今年度の森林・林業技術等交流発表会は、スライド発表 19課題、ポスター発表 20課題、あわせて 39

課題がエントリーされ、多くの方々に御参加いただいています。 

 

また、特別発表とし４課題、さらに特別講演では「林木育種と苗木生産の基礎知識-森づくりを支え

る技術と新しい展開-」と題して、最新の研究動向をお聞かせいただく予定としています。 

 

この交流発表会は、国有林や森林・林業関係機関における現場での取組等から得られた成果や知見等

を共有し、それぞれの現場に取り入れ、さらに検討を深めていただくことを通じ、地域林業の活性化と

発展に寄与することを、目的としており、過去の本交流発表会において発表された取組が、その後の検

証や改良を経て、実際の現場に展開されている事例も見られます。 

 

令和４年度に群馬森林管理署から発表された「安価な玉ねぎ包装用のネット袋を利用したシカ対策単

木保護の開発」は、関係機関との連携のもと改良が重ねられ、本年度には民有林においても活用される

に至りました。 

このように、本交流発表会が、知見の共有にとどまらず、具体的な現場改善へと結びついていること

は、大変意義深いものと考えております。 

 

本日の発表や意見交換を通じて得られた成果が、それぞれの地域における取組に生かされ、森林・林

業技術の一層の発展につながることを期待しております。 

 

結びに、本交流発表会が、参加される皆さまにとって実り多いものとなりますとともに、我が国の森

林・林業の持続的な発展に寄与することを祈念いたしまして、開会の挨拶とさせていただきます。 
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Ⅰ スライド発表

１ 森林技術部門



地上型３D レーザを活用した

森林データベースの作成と利用の検討

関東森林管理局資源活用課 小池 遊喜

正田 一真  

１ はじめに

現在、森林蓄積は人工林を中心に年々増加しており、本格的な利

用期を迎えています。一方で、労働人口の減少が進んでおり、森林

調査を含む林業の各作業の効率化が求められています。このような

状況を踏まえ、ICT や地理空間情報などの先進技術を活用して、作

業効率の向上を図る「スマート林業」の取り組みが進められていま

す。

関東森林管理局では、森林調査の効率化とスマート林業推進に向

け、レーザ光を利用して森林調査ができる、地上型 3D レーザ測量

機器（以下、OWL）（図１）を導入しています。OWL は本体から周囲

にレーザ光を照射し、反射したレーザを捉えて解析することで、対

象物の形状等を三次元データとして取得できる測量機器です。これ

まで実施してきた、輪尺やバーテックスによる森林調査と同様に、

樹木の胸高直径や樹高、材積などが計測できることに加えて、三次

元点群データを取得することが大きな特徴となっており、従来より

も客観的で再現性の高い調査が可能となります。しかし、OWL から

照射されるレーザ光を遮ってしまう、下層植生が繁茂する箇所では

下層植生の刈払いが必要になるため、調査の効率化への効果は限定的となっています。

そこで、OWL の強みである調査地の林相を視覚的に記録できる三次元点群データの活用と、「襲用」と

いう制度に着目しました。襲用とは、既存の調査結果を新たな調査地の調査結果に流用する手法であり、

調査の効率化が見込まれます。一方で、襲用を行うためには、「同一の森林事務所」、「林齢が±５年以

内」、「樹種が同一」、「林相が似ている」という４つの条件があり、すべて満たしている場合、襲用が

可能となります。この中で、「林相が似ている」という条件は、主観的な条件であり、この判断は個人の

経験に左右されるため、経験の浅い職員にとっては判断が難しい場面もあります。また、伐採や経年によ

り調査当時の林相から変化した場合、比較ができないため、過去の調査結果を基に襲用することはできま

せん。

しかし、OWL による調査では調査当時の林相が三次元点群データとして記録できます。この三次元点群

データを活用することで、調査当時から林相が変化した場合でも、三次元点群データと新たな調査地の林

相比較により、過去の調査結果から襲用が可能になるのではないかと考え、検証することとしました。

今回の取り組みでは、OWL による調査データを蓄積し、活用できる、森林データベースの作成と、三次

元点群データが「林相が似ているか」の判断材料として活用できるか検証を行います。最終的には、森林

データベースに蓄積された「過去の調査結果」から襲用を行う仕組みを作成し、経験に左右されない襲用

の運用と、襲用による森林調査の効率化を目指すこととしました。

図１ OWL
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２ 調査方法

（１） OWL による森林調査

 森林データベース作成のため、OWL による森林調査を行い、基礎デ

ータを収集しました。調査はすべて群馬森林管理署管内の国有林で、

11 月上旬～１月中旬にかけて計５回行いました。調査方法は 20m×

20m の OWL によるプロット調査とし、 30～ 60 年生のスギ林を対象に

10 箇所を調査しました。現地調査では、プロット位置データ、胸高

直径、樹種、材積のほか、三次元点群データを取得しました。

（２） QGIS を利用した森林データベースの作成

OWL にて調査した現地調査データを汎用的な GIS ソフトである

QGIS にとりまとめ、森林データベースを作成しました。

（３）襲用の検討

作成した森林データベースを基に、襲用する調査データを検討

します。森林データベースに格納された 10 箇所の調査データか

ら、「樹種」、「林齢」、「材積」の３つの条件に合致する調

査データを QGIS の検索機能を利用して、絞り込みました（図

３）。また、調査データと斜面の向きや地形などの地理的条件

を併せて確認することができました。

（４）林相比較

森林データベースから調査データの絞り込みを行った後、選定された調査データの林相が、

新たな調査地の林相と類似するか現地で確認しました。現地比較では、パソコンを持ち込み、

三次元点群データと新たな調査地の実際の林相を並べて客観的に評価しました（図４）。ま

た、三次元点群データに加えて、 360°カメラの写真を併用して、詳細な確認を行いました。

図４ 現地での林相比較の様子 図５ 三次元点群データ

図２ 現地調査の様子

図３ 森林データベースから

検索した調査箇所

（緑枠：調査プロット）

2



３ まとめ

本検証により、森林データベースと三次元点群データを活用した、新しい襲用の仕組みを

考案しました。従来の襲用では、目視での主観的な林相判断が必要になるため、襲用の判断

には一定の経験や専門的知識が不可欠でした。また、伐採や経年等により林相が変化すると

比較できなくなるために、過去の調査結果を活用することができず、蓄積されたデータを活

かしきれない課題がありました。しかし、新しい襲用では、机上にて森林データベースによ

る絞り込みを行うことができ、データに基づいた客観的な判断が可能となるため、経験の浅

い職員でも襲用の判断が容易になります。さらに、三次元点群データを活用することで、調

査当時の林相を記録できるため、林相が変化しても比較可能となり、過去の調査結果を襲用

元として活用できると考えますます。これにより、調査データを最大限活用できるようにな

ると考えます。

４ 今後の展望

今後は、OWL の三次元点群データとして記録される特性を生かし、OWL による調査データを

蓄積し、多様な林相に対応できるように森林データベースの拡充と、調査データの一元化を

図ります。これにより、誰にでも運用可能な襲用の体制を整え、森林調査の効率化につなげ

ていきたいと考えています。

図６ 新しい襲用の手順

図７ 今後の展望
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獣害防止ネット柵の下草管理方法

群馬県林業試験場  山田 勝也

１ 課題を取り上げた背景

皆伐再造林地に設置される獣害防止ネット柵（以下「柵」という）は、破損や切断が生じ

ると防除効果が低下するため、定期的な点検と補修を含む維持管理が不可欠です。柵沿いに

下草やつる植物が繁茂すると、柵の視認性の低下と通行の支障が生じ、破損の見落としや補

修の遅れにつながります。従来の刈払機による下切りはネットを切断する恐れがあるため、

柵を損傷しない下草管理の方法を整理する必要があります。

本取組では、柵設置後１年以内程度の下草の発達していない「初期管理段階」と、つる植

物等が柵に被圧している「下草繁茂段階」の２段階に分け、薬剤を使用した管理手法を検討

しました。初期管理段階では視認性の維持と散布コスト、下草繁茂段階では対象植物ごとの

薬剤効果・散布コストを整理し、管理方法を提案します。

２ 具体的な取組

（１）初期管理段階

ア 試験地

試験地は群馬県高崎市地内（標高約 700m）および吾妻郡長野原町地内（標高約 930m）と

し、いずれも 2021 年に造林地外周にステンレス線入りポリエチレン製の柵を設置した区画

としました。

イ 使用薬剤と散布方法

使用薬剤はグリホサートカリウム塩液剤（ 50 倍、50L/10a、以下「カリ

ウム塩液剤」という）としました。比較として同系統の有効成分を含むジ

ェネリック農薬であるグリホサートイソプロピルアミン塩液剤（以下「ア

ミン塩液剤」という）を同条件で散布しました。散布範囲は柵沿いの内側

から幅約 1.8m（図１）とし、夏期（７～８月）に年 1 回散布して薬剤効

果を調査しました。

ウ 評価方法

視認性は、柵沿いの地際部に 50cm 四方の枠を垂直に設置し、10cm 四方

25 ブロックに区分して柵の視認可否を判定しました。散布コストは、100m

当たりの薬剤費と労務費から積算し、散布の歩掛は作業人員と所要時間から算出しました。

（２）下草繁茂段階

ア 試験地および対象植物

試験地は渋川市地内（標高約 810m）および前橋市地内（標高約 645m）とし、柵沿いに繁

茂する「つる植物」「クズ」「ササ類」を対象植物

としました。区画は柵沿い５ m を１区画とし、隣接

して散布した薬剤の影響を避けるため、距離を空

けて設置しました。

イ 使用薬剤と散布方法

使用薬剤は、表１の６剤について報告します。

散布量は表１のとおりです。散布方法は、液剤は

図１ 散布範囲

図２ 散布範囲
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柵上端の高さ約２ m ま

で満遍なく噴霧し、粒

剤は柵沿い周囲の地表

約２ m の範囲に散布し

ました（図２）。散布は、

南赤城山は 2025 年８月

18 日、金丸は 2025 年８

月 21 日に実施しまし

た。

ウ  評価方法

各区 画に ３ か所 の定

点を設け、経過観察により薬剤効果（表

２）を判定しました。結果は定点の平均

とし、対象別・薬剤別の効果を整理しま

した。散布コストは初期管理段階と同様

に 100m 当たりの薬剤費と労務費から積

算しました。

３ 取組の結果

（１）初期管理段階

ア 薬剤効果

夏期に年 1 回のカリウム塩液剤を散布することにより、翌年夏まで 80%以上の高い視認

性を維持できました（図３）。アミン塩液剤も同等の視認性を維持できました。

イ 散布コスト

表３に散布コストを含む、

今回試験した薬剤の散布量な

ど を 取 り ま と め て 示 し ま し

た。初期管理段階では、散布

コストは薬剤費の安価なアミ

ン塩液剤の方が低くなりまし

た。

（２）下草繁茂段階

ア 薬剤効果

薬 剤 効 果 を 図 ４ に 示 し ま

す。つる植物に対しては①カ

表１ 使用薬剤

表２ 薬剤効果の判定基準

図３ カリウム塩液剤の視認性経過

図４ 下草繁茂段階の薬剤効果（左：つる植物、中：クズ、右：ササ類）

5



 
  

リウム塩液剤、②アミン塩液剤、③グルホシネート P ナトリウム塩液剤、⑤塩素酸塩水溶

剤が区分３「強」程度の効果が確認されました。クズに対しては④トリクロピル液剤が特

に有効で、①カリウム塩液剤においても「強」程度の効果が見られました。ササ類に対して

は「強」効果が確認されたのは⑤塩素酸塩水溶剤および⑥塩素酸塩粒剤の２剤のみでした。

イ 散布コスト

表３のとおり、コストに占める労務費の比重が高いことから、希釈に必要な水量が少な

い薬剤ほど合計コストが低下する傾向でした。

４ まとめ

本取組では、獣害防止ネット柵の維持管理について、初期管理段階と下草繁茂段階に区分

し、薬剤を使用した管理方法を整理しました。初期管理ではグリホサート系統の液剤により

柵の視認性を維持できる見通しを示し、下草繁茂段階では対象植物ごとに有効な薬剤を提示

しました。今後は、薬剤効果の持続性と散布時期の最適化の検証を進めていきます。

図５ 本方法で管理した柵（左：初期管理段階、右：下草繫茂段階）

表３ 段階別の下草管理方法
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現地検討会を通じた技術者育成について

                              関東森林管理局治山課 丸山寿隆

１ はじめに

近年、技術者の不足が叫ばれる中、技術者の育成は工事を施工する受注者だけでなく、工

事の監督、検査を行う発注者としても大きな課題となっている。他の土木工事と同様に、治

山事業でも、技術者の減少と併せて、災害発生

時の対応や ICT 技術の導入等の各種取り組みな

ど、事業内容は多様化しており、これらに対応

するためにも、技術者の確保と育成が急務とな

っています。

関東森林管理局では、これまでも、局内での

研修や設計積算等の説明会、担当者会議などの

場を通じ、技術者の育成に向けた取組を実施し

ていますが、より実践的な方法で基礎的な治山

業務の実務を遂行できる技術者の育成及び技

術の継承を図る事を目的として、令和５年度よ

り各署等の治山担当者を中心に現地検討会を開催しています。（図 -１）

２ 現地検討会における実施内容

（１）令和５年度現地検討会について

令和５年度の現地検討会では、山地災害時における被害情報の把握、情報収集能力の習得

及び向上と、治山現場を通じて知見を高め、幅広い治山技術の実務を遂行できる技術者の育

成を目的として、令和４年度に各署等に配備した「山地災害調査アプリ」の操作方法を学ぶ

とともに、山地災害調査アプリで取得したデータなどを基に、災害申請書類など災害発生時

に想定される資料作成を行ったほか、数班に分かれて、実際の荒廃渓流における治山ダム工

の施設配置について検討と意見交換等を行いました。実施回数は２回で、第１回目は、令和

写真-２ アプリを活用した現地調査

図-１ 現状の課題と取組状況

写真-３ アプリを活用した測量作業
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４年８月３日からの大雨により大きな被害のあった新潟県村上市と関川村で、第２回目は、

民有林直轄治山事業の事業地である静岡県小山町で実施しました。（写真 -２～写真 -５）

令和５年度の現地検討会の参加者についてアンケートを実施したところ、今回の現地検

討会で使用した山地災害調査アプリの操作方法や理解度についての大半の参加者が理解で

きたとの回答であり、開催の目的の 1 つであった「情報収集能力の習得及び向上」について

概ね達成できる内容となりました。

このほかの意見として、製図ソフトを使用した講義の実施や、現地で直接質問のできる環

境づくりなどの要望が出されました。（図 -６、図 -７）

（２）令和６年度現地検討会について

令和６年度の現地検討会は、令和５年度に実施した治山ダムの施設配置検討を発展させ

る形でさらに実践的な内容とし、基本的な測量業務の習得と、治山施設の配置検討を通じ

た技術の継承。治山施設の基礎的な設計、製図作業を通じた技術者の育成を目的として、

数班に分かれて、実際の治山ダム計画箇所における測量器具を用いた縦断、横断測量など

の基本的な作業や、設計図面から治山ダムの配置検討、放水路断面、ダム断面の決定計算

など治山ダムの設計と併せて、製図ソフトによる構造図作成までを実施しました。

（写真 -８～写真 -11）

写真-４ 既存施設の施工状況視察 写真-５ 施設検討及び意見交換の状況

図-６ 令和５年度アンケート結果（抜粋） 図-７ 令和５年度現地検討会での各種意見及び

令和６年度に向けての改善点
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開催場所は栃木県日光市、群馬県下仁田町、神奈川県山北町、新潟県上越市の４地区にブ

ロック分けを行い、最寄りの地区に参加することとしました。

令和５年度からの改善点として、参加人数が多いと個別の指導や双方向的な指導が難し

くなってしまうことから、各検討会への 1 回あたりの参加人数を絞ったうえで、実施回数

を５回に増やし、参加者全員が確実に測量作業等を体験できるよう配慮したほか、各班に

はベテラン職員をアドバイザーとして１名配置し、作業を進めながら逐一質問等ができる

よう実施しました。

併せて、次年度以降の現地検討会の参考とするため、検討会に参加した署等の職員と局

の講師に対しアンケートを実施しています。

３ アンケート結果と令和７年度の現地検討会の実施

令和６年度に実施したアンケート結果では、課題として、参加者の経験に差があるため

レベルに合わせた内容を検討する必要があること、現地までの移動時間が長く測量の時間

が十分に取れなかったことなどの意見がありました。

一方で、よかった点として、測量から設計、製図までの一連作業が良い経験となったこ

と、少人数の班に一人ずつアドバイザーがついたことで質問がしやすかったこと、意見交

換を通じて他署からの参加者間での情報共有の機会が出来たことなどの意見があったほ

写真-８ 現地実習（横断測量）の状況 写真-９ 現地実習（ポール測量）の状況

写真-10 治山ダムの設計及び製図実習の状況 写真-11 施設検討の結果発表
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か、アンケート回答者全員から「今後の業務に大いに役立つ内容だった」「ある程度、役立

つ内容だった」のいずれかの回答がありました。このことから、現地検討会の効果が確認

できる結果であったと言え、特に、今回のように少人数に班分けして実施する実習は、実

習形式として有効性があると考えられました。（図 -12、図 -13）

アンケートの意見もふまえ、令和 7 年度の現地検討会では、令和 6 年度と同様に治山ダム

の測量・設計を数班に分かれて実施することと

し、改善点として出された、移動時間や講義時

間の確保については、開催日数を 1 日増やした

うえで、局近隣の署にて現地作業を行い、その

後、局に移動して設計・製図などの内業を行う

こととしました。これにより、講師として参加

する局職員の負担軽減も考慮の上、現地実習と

設計、製図時間を多くとれるよう実施していま

す。参加者のレベルに応じた研修の実施は令和

7 年度の現地検討会のアンケートを基に、今後

の検討としました。（図 -14）

４ まとめ

令和５年度から実施している現地検討会を通じて、治山担当者の減少を強く感じました。

ICT 技術をはじめ、現場作業の効率化や省力化に向けた新技術等の導入は進んできており、

非常に有用なツールではありますが、一方で、こうした新技術を取り扱える人材を育成して

いく観点からも、基礎的な技術力の向上は引き続き進めていく必要があると考えられました。

これまでの現地検討会の開催及びアンケートにより、その有効性が確認できたことから、

今後もこうした現地検討会の取組などを通じて基礎的な技術の習得や継承を進めていく予定

であり、将来的には、 ICT 技術などの応用的な技術の向上についても検討していきたいと考

えます。

関東森林管理局では、今後も、治山事業に係る高い技術力を持った人材の確保・育成と、

地域のための治山事業を進めていく考えです。

図-12 令和６年度アンケート結果（１） 図-13 令和６年度アンケート結果（２）

図-14 令和７年度現地検討会の実施内容
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コンテナ苗木の生産技術向上に向けた取組

群馬県渋川森林事務所 星野 勝

１ 取り組みの背景及びねらい

県内の苗木生産の７割以上が渋川森林事務所管内の苗木生産者により生産されています。この苗木生

産については、造林作業の省力化等のため、コンテナ苗の導入が進められていますが、コンテナ苗木の

生産技術はまだ確率しておらず、コンテナ苗木の品質の向上、均質化、ロス率の低減、効率化等の余地

があります。そこで良質なコンテナ苗木生産のため生産技術の普及が必要なことから、管内生産者に対

して生産技術の向上に向けた取組内容と結果、今後の課題等について報告します。

図-１は林野庁ホームページからの抜粋でコンテナ苗の特徴を表したものですが、コンテナ苗のメリッ

トは、形状が均一で、一般に軽量・小型で植栽時に乾燥等にさらされにくく、根が傷まないのが特徴で、

コンテナ苗が優れている点は、植え穴が小さく、根付け作業が効率的に行えることや活着率や初期成長

に優れる、植栽可能な時期が長い等があげられます。以上の点から、裸苗より単価は高いが、造林作業

の省力化や再造林一貫作業により全体的に低コスト化を図ることができます。

コンテナ苗は、メリットばかりではなく、図-２のようにコンテナ苗生産には様々問題点もあります。

特に、根鉢の形成不良、得苗率の低さ（ロス率の高さ）、成長のばらつき、灌水管理が難しい、移植後の

活着不良、幹の曲がり、伸びすぎによる根元径の不足、育苗コストが高いなどがあげられます。

写真１，２

は、育苗中の

スギコンテナ

苗とカラマツ

苗の生育状況

の写真です。

このように育

苗中の管理不

足や知識不足

等により枯損

や生育不良を

発生し、得苗

率の低さの原

因になっています。

２ 活動の内容

１．コンテナ苗生産者の生産状況等の調査及び先進地域の視察

図-１

コンテナ苗のメリット

写真１ 

コンテナ苗木の枯損状況（スギ）

写真２

コンテナ苗木根茎の生育不良（カラマツ）

図-２

コンテナ苗生生産における問題点
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 取組の１つとして、コンテナ苗木生産の先進地域である栃木県の生産状況を視察し、管内生産者の育

苗方法との比較検討を行いました。次に、管内のコンテナ苗木生産者の生産状況等について、県林業試

験場の協力を得て、約 20項目に亘って聞き取り調査を実施しました。

（１）先進地域の視察状況

 まず、視察を行った理由についてですが、管内の生産者は立地や生産施設が異なるため、各自で試行

錯誤しており、今の栽培方法が最良なのかわかりづらい状況にあります。そこで、コンテナ苗生産の先

進地での、育苗の考え方、栽培方法、体制等を見て改善点を各自で検討してもらうために視察研修を実

施しました。

 視察先に栃木県を選定した理由ですが、栃木県は災害復旧のために苗木が大量に必要となり、全国で

初めて県域でのコンテナ苗生産に切り替えた先進県で、昨今のコンテナ苗の評判もよいことから選定し

ました。

視察日は、令和６年 11 月 11 日で、参加者は管内各生産者のほかに県内新規参入者２名と林業試験場

及び当事務所職員の合計 13名で視察を実施しました。視察については、栃木県山林種苗緑化樹共同組合

（以下、栃木県苗組という）に協力いただき、鹿沼市にある組合員の M氏の苗圃を見学しました。なお、

当日は埼玉県山林種苗協同組合と合同での視察となり、埼玉県の苗木生産者と交流することもできまし

た。

写真３～６は視察

状況の写真ですが、M

氏の苗圃では、球果乾

燥用ハウス、苗床、選

苗作業、苗畑等を見学

し、幼苗の遮光、根切

り、選苗、育苗ベンチ

の設置高調整、灌水管

理、病害虫防除のため

の薬剤の施用、農薬散

布、冬越し、栽培スケ

ジュール、培地や薬剤

等の資材についてな

ど、様々な生産手法と

そこにたどり着くまで

の試行錯誤について伺

うことができました。

今回の視察を通じて各

生産者からは、新しい

知見や疑問点の解消や

これまでの自分の栽培

技術の確認等、有意義

な視察研修となった等の意見をいただきました。

表１は、栃木県 M氏の育苗方法をまとめたものです。立地条

件や各施設の状況も異なるため、一概に栃木県の方法を採

用できませんが、これらの方法を目安にして今回の視察に

参加できなかった生産者もいますので、情報提供していく

とともに改善点が見いだせるよう普及指導していきたいと

考えています。

（２）聞き取り調査の実施

 ア 主な聞き取り内容

写真５

手前はコンテナ移植後に成長したコウヨウザン

M 氏の育苗方法まとめ

表－１

写真６

コンテナ苗への灌水の状況

  写真４

選苗後のスギの苗木（手前は苗の浸

水状況）

写真３

M 氏から選苗の説明を受ける参加者
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１）育苗方法について

２）使用している容器について

３）灌水方法について

４）施肥について

５）培土について

６）薬剤散布について

７）県への要望等について

まず、コンテナ苗で使用しているコンテナ容器で

すが、すべての生産者がマルチキャビティコンテナ

を使用していますが、容量は 150cc か 300cc の

どちらかで栃木県の M 氏は両方使用していまし

た。（表-２）

なお、300ccは大苗生産に向いていますが、苗

木単価が同じであるためコスト面で 150cc の方が

有利で、造林作業でも省力化のため軽量な 150ccが

主流になっていくものと思われます。

また、コンテナ苗で使用している培土について

も、管内の２名を除き、栃木県と同様に栃木県苗組

販売のコンテナ育苗培土を使用し、培土の充填方法

も管内の１名を除き手作業でした。培土の硬さの目

安も手で押し固めた程度の生産者が多く、栃木県

との違いは見られませんでした。培土への元肥は

管内の２名を除き行っており、追肥は生産者全員

が行っていました。使用肥料については、1 名を除

き化成肥料だが、使用しているメーカーについて

は、バラバラでした。

殺虫剤の使用については、管内では半々でした

が、栃木県ではアザミウマ及び根切虫対策として使

用していました。（表-３）

殺菌剤の散布については、全員が行っており、管

内 1名を除き、ボルドーを使用していました。管内

では、移植時底面浸漬でバリダシンを３名が使用

しており、散布頻度は６月から 15～20日に 1回程

度の生産者が多くみられました。（表-５）

 灌水方法については、バルブを回す半自動が多か

ったですが３名が手動でした。灌水装置の位置は全

員が上部からの散水で、移植後１ヶ月は２～３日に

１回、散水時間は 30分が多かったです。夏から冬に

かけては表のとおりですが、総合すると、栃木県の

M 氏に比較し、管内の生産者の灌水の頻度及び灌水

時間とも多い傾向にあることがわかりました。（表-

５）

根鉢の形成状況の確認については、育苗中は管内では半々でしたが、出荷時については、全員が確認

しており、ほぼ全員が、根鉢が崩れていたら出荷しないとの回答でした。なお、栃木県では組合員で目

合わせを行い、規格に達していない組合員は出荷停止にしているなどかなり厳しい基準を設けていまし

た。

殺菌剤を使用しているか

表－４

コンテナ苗の潅水方法

表－５

コンテナ苗で使用しているコンテナ容器

表－２

殺虫剤を散布しているか

表－３
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 造林事業者から、出荷苗の感想を聞いているかについては、管内の生産者では１名のみでしたが、栃

木県の M 氏は苗木の大きさと活着状況の関連性を聞くなど、苗木生産にフィードバックしている状況が

うかがえます。

 写真７～８は、造林地におけるコンテナ苗

の生育状況の写真です。当該植栽地では、幹の

曲がったコンテナ苗も見られました。枯損し

たスギの苗木を抜いてみると根茎が未熟なも

のもありました。なお、本造林池における枯損

については、苗木以外の他の要因も考えられ

ます。これらを造林事業者から確認すること

は、苗木生産者にとっても大変重要

なことと考えています。

３ 活動の成果 

先進地域である栃木県との比較検討を行った結果、使

用しているコンテナ容器や培土、施肥、殺虫剤、殺菌

剤等の散布については、明確な違いは見られませんでした

が、一番重要と思われる灌水方法で違いが見られ、各生産

者が試行錯誤している実態がうかがえました。

栃木県苗組では、組合員で目合わせを行い、規格に達し

ていない組合員は出荷停止にしているなどかなり厳しい

審査基準を設けており、栃木県のコンテナ苗の品質の高さ

はここからきているものと思われます。しかし、栃木県の

育苗方法をそのまま取り入れることはできないため、今回

の視察研修を通じて各生産者が改善及び工夫すべき点を

見いだせたのではないかと思われます。

コンテナ苗生産で工夫している点や困っている点につい

て聞き取りを行ったところ、各生産者が工夫している様

子がうかがえました。（表-６）

管内生産者はコンテナ苗生産をほぼ１人で行っており

大変だとの意見をいただきましたが（表-７）、栃木県の

M氏は４～５人程度の従業員を雇用しており、生産体制が

確立し、事業収入が安定していることがうかがえました。

４ 今後の方向及び課題及びまとめ

管内生産者からは、重労働なので今後は裸苗の生産からは撤退することを考えているとの声があ

りました。コンテナ苗生産についても、機械の導入等により省力化を推進していく必要があります。

造林作業の省力化や効率的に苗木を生産できるコンテナ苗は今後増加していくことが想定されま

すが、コンテナ苗の生産については、健全で均質な苗木を安定して生産できるようになることが第

一歩であると考えます。

今後は、造林事業者がどのような苗木を要望しているかなど、苗木生産者と造林事業者の意見交

換ができる場を検討していきたいと考えています。

さらに、次の段階として、造林現場のニーズに即した苗木（例；初期成長が早い、根茎が太い、

大苗、早生樹、ネイチャーポジティブな地域由来の苗木など）を供給できるように基準等の検討を

行うとともに、需要に即した苗木を生産できる体制を整備していく必要があると考えます。

コンテナ苗で工夫している点

表－６

コンテナ苗で困っている点

表－７

写真７～８

スギ造林地におけるコンテナ苗の枯損状況及び枯損苗木の根の発達状況
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超緩効性肥料を用いたエリートツリー等コンテナ苗の活用

                        森林技術・支援センター 平尾 翔太 

仲田 昭一 

１ 課題と目的

エリートツリー等コンテナ苗（特定苗木を含む）は、その成長の良さを活かした下刈回数の縮減によ

る造林の省力化・低コスト化が期待され、今後、供給体制が整備されてくるものと考えられます。一

方で、その能力を十分に発揮するためには土壌や微地形等が影響するとの調査結果もあり、特に、エ

リートツリー等が良好に成長するには、成長初期に十分な養分が必要と想定されます。言い換えれば、

水分条件等が整えば、エリートツリーはその成長特性を十分に発揮できるのですが、水分条件等の良

くない場所では、従来の普通苗と成長は変わらないことが近年の研究成果から明らかになってきまし

た。

そこで、植栽後も効果を発揮する超緩効性肥料（以下肥料という）を用いたエリートツリー等コン

テナ苗の成長促進効果、植栽適地等の検証を行うとともに、５年後の実用化を念頭に再造林の低コス

ト化（下刈回数の縮減等）の可能性について検証することとしました。

２ 調査地の概要

棚倉森林管理

署及び静岡森林

管理署管内に、

特定苗木（肥料

有り）、特定苗木

（肥料無し）、普

通苗木（肥料無

し）を植栽した

連続する３つの

調査プロットを

斜面の上部、下

部にそれぞれ設

定しました。（以

下、「棚倉試験

地」、「静岡試験

地」という）植栽

樹種はスギで、各プロットの植栽本数は 49 本（７×７）、使用する肥料は 360 日タイプの粒剤で、コ

ンテナ苗植栽時に植穴へ２ｇ/本、施肥しました。ただし、静岡試験地はコンテナ育苗段階に施肥した

苗木を植栽したプロットを斜面上下にそれぞれ追加し、参考調査を行いました。また、棚倉試験地にお

いては、調査プロットの周囲についても、将来的に肥料の有無による成長差を見た目でも判断できるよ

うに、試験地全体を肥料あり区域と肥料なし区域に二分し植栽しました。静岡試験地は、準備した苗木

の都合上、プロット周囲は肥料なしの区域のみとしました。

図２ 静岡試験地の概要図１ 棚倉試験地の概要
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３ 調査項目

調査項目は、植栽木の樹高、地際（根元）

直径及び樹冠幅並びに、競合植生の植生

高、種名及び競合状態です。調査は、植栽

時の初期調査（４月）、下刈直前（７～８

月）及び成長期を過ぎた秋（10 月）の計

３回調査を行いました。

植栽木とその周囲の雑草木との競合状

態（C 区分判定）については、C１～C４の

４区分に分けて判定しました。（図３）

４ 調査結果

（１）棚倉試験地

調査結果は、施肥をして

から１成長期が過ぎた段

階での結果となります。棚

倉試験地の植栽木樹高の

変化（図４）は、上部下部

ともに普通苗木について

は、特定苗木より成長が劣

っている傾向が見られま

した。１成長期段階におい

ても、特定苗木の初期成長

の良さが見てとれる結果

となりました。平均根元直

径及び平均樹冠幅の計測

結果についても、特定苗木

が普通苗木に比べて、初期

段階から成長が良い傾向

が見られました。しかし、

同じ特定苗木間での肥料

の有無による成長差は見

られませんでした。また同

様に立地条件（斜面上下）

による成長の違いについ

ても目立った傾向は見ら

れませんでした。肥料を使

用して特定苗木の植栽適

地の拡大を狙う観点では、

現段階では難しいという 図５ 競合状態（棚倉試験地）

図４ 植栽木の平均樹高（棚倉試験地）

図３ 調査項目と競合状態
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結果となりました。ただし、肥料の効果は 360 日タイプですが、土壌温度や施肥方法等によっても肥料

効果期間は大きく左右されるため、2 成長期目に肥料効果を発揮し成長を促進させる可能性も十分に考

えられます。

棚倉試験地の競合状態（図５）は、各プロットにおける下刈前の 8 月及び 10 月の成長量調査時に調

査した結果を示しています。この棚倉試験地は、今までの当センターの過去の様々な試験地と比較して

も、かなり例外的で植栽木との競合度合いが極めて低い状況でした。図 4 に示すとおり、特に下刈前に

おいては、競合状態 C1 が大半を占め（競合植生無しについても C1 に区分）、成長期を過ぎた 10 月時

点においても C1、C2 が大半を占める結果となりました。競合植生の成長に肥料が影響するような傾向

は、現段階では確認できませんでした。斜面の上部と下部での比較では、やはり斜面下部のほうが上部

に比べて植生が繁茂していることが見てとれました。

（２）静岡試験地

静岡試験地の 1 成長

期が過ぎた段階での調

査結果は、植栽木の平均

樹高（図６）において、

特定苗木が普通苗木に

比べて、初期段階から成

長が良い結果が顕著に

みられました。また同様

に平均根元直径及び平

均樹冠幅の計測結果に

ついても、特定苗木が普

通苗木に比べて、初期段

階から成長が良い傾向

が見られました。しかし、

棚倉試験地と同様に、同

じ特定苗木間での肥料

の有無による成長差は

見られませんでした。ま

た、立地条件（斜面上下）

による成長の違いにつ

いても目立った傾向は

見られませんでした。

競合状態（図 7）は、

ススキ、アメリカセンダ

ングサが占有し、10月時

点では植栽木と同等か

植栽木が競合植生に埋

もれる C3、C4 が大半を 図７ 競合状態（静岡試験地）

図６ 植栽木の平均樹高（静岡試験地）
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占めました。図からも分かるように７月の下刈り実施したにもかかわらず、後に競合植生が急激に成長

しているのがわかります。静岡試験地においても、競合植生の成長に肥料が影響するような傾向は、現

段階では確認できませんでした。

５ まとめ

特定苗木が普通苗木より初期段階から成長が早い傾向が見られました。これは、当センターにおける、

特定苗木と普通苗木を比較する他の試験地においても同様の結果が得られており、改めて特定苗木の成

長の良さを再確認できる結果となりました。

１成長期目の調査結果では、肥料による成長促進効果は見られませんでした。また、斜面上部下部に

よる肥料の影響や、競合植生への影響についても違いは確認できませんでした。今回使用した肥料は、

肥料効果が１年ですが、土壌温度等によっても肥料の溶出速度が異なり、肥料が全て溶け切っていない

ことも十分考えられます。今後も継続して調査を実施し、成長促進効果、植栽適地等の検証を行ってい

きたいと考えます。

今後の課題としては、実

用化を念頭に、コンテナ育

苗段階から施肥をした苗を

使用した比較調査が必要と

考えます。また、すでに超緩

効性肥料を使用している地

域もあり、どのような肥料

が良いのか、施肥方法や量

はどの程度が適正なのか等

の試みが進められていると

ころであり、今後更なる研

究開発に期待が高まりま

す。当センターでは令和８

年度植栽予定で新たに茨城

森林管理署管内にも試験地を追加し、当該試験地においては、育苗段階から施肥したコンテナ苗（特定

苗木）の成長促進効果についても検証していく予定です（図８）。当該試験地は、前述の２つの試験地

とは異なり急峻な地形となっていますので、斜面上、中、下部にそれぞれにプロットを設け調査を行い、

肥料効果による植栽適地の拡大の可能性等について検証していきます。

本課題は林野庁統一課題となっており、開発期間を５年間で設定し、全国の各森林管理局で横断的

に取り組んでいます。今後、全国でも超緩効性肥料の有効性に関する様々なデータが積み重なり、本

庁で成果を取りまとめていくことになるかと思いますが、当センターとしては随時情報共有ができれ

ばと考えていますので、今後ともご理解ご協力を賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。

調査にご協力いただいた（国研）森林研究・整備機構森林総合研究所、関東森林   

管理局技術普及課、フィールド提供いただいた棚倉森林管理署、静岡森林管理

署、茨城森林管理署に感謝申し上げます。

図８ 茨城試験地（R８開始予定）
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大苗植栽による下刈省略の検証試験 第 2 報

矢板市農林課     市川 貴大

                       塩那森林管理署      金澤 裕子

                             伊藤 香里

１ はじめに

矢板市は栃木県の北東部に位置し、北部は高原山へ続く森林地帯、東西方向はなだらかな丘陵地となっ

ており肥沃な田園地帯となっています。民有林の 74％

を占めるスギやヒノキを主体とした針葉樹人工林の 9

齢級以下は 15％となっており、主伐再造林を進めないと

齢級構成の空白期間が拡大してしまう状況です（図-1）。

このため、林業・木材産業の成長産業化と森林資源の適

切な管理を目標に、市内の素材生産事業者および製材加

工事業者、市、アドバイザーに県（矢板森林管理事務所）

と国（塩那森林管理署）を迎えて矢板市林業・木材産業成

長化推進協議会（以下、協議会）を 2018 年に組織し、素 

材生産の増大、木材の安定供給、生産性の向上・低コス     図-１ 矢板市民有林の齢級別面積

ト化、人材育成などに取組んでいます。             

この中で、再造林の低コスト化施業方法も検討していく予定でしたが、協議会構成員から民有林で行う

のは困難であるとの意向が示されました。そこで、塩那森林管理署と林業成長産業化に向けた低コスト育

林技術の実証及び普及の推進に関する協定を 2021 年 11 月に締結し、塩谷町船生にある国有林をフィール

ドとして「大苗植栽による下刈省略の検証試験」を 2021 年 12 月から開始しました。高原山麓において無

下刈での人工林は存在しないことから、下刈の効果を改めて確認することも目標としました。

２ 調査地の概況

大苗植栽試験の調査地の概況を図-2 に示します。調

査地は栃木県塩谷町船生にある国有林で、2020 年度に

皆伐を実施、2021 年春にスギ普通苗を植栽したものの、

シカ食害のため、ほぼ成林不可能な状況でした。そこで、

シカ柵を２重に設置した上で、2021 年 12 月に調査区を

設置し、斜面上部に 1600 本/ha、斜面下部に 1111 本/ha

として、スギ大苗（300 ㏄コンテナ、平均樹高 85cm）を

植付しました。植付後には下刈を行わず、2022 年春、

2022 年秋、2023 年 11 月、2025 年 12 月に樹高、根元径

を測定しました。2023 年 11 月、2025 年 12 月には主要

雑草木の種類と草丈を測定するとともに大苗と周囲の      

雑草木の成長を比較・観察し、2025 年 12 月に土壌断面       図-2 調査地の概要

調査を実施しました。
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３ 結果

（１）土壌断面の状況

 土壌断面調査の結果を表-1 に示します。斜面        表-1 土壌断面調査結果

上部では土壌深 40cm まで A 層でしたが、表層土

壌の指標硬度は 13.8 ㎜でした。皆伐時の重機に

よる締固めの影響と推察されました。斜面下部で

は A 層の厚さは約 30 ㎝で、それ以下は B 層が出

現し、関東ローム層でした。皆伐時の重機による

締固めの影響は斜面上部より斜面下部で小さい

と考えられました。斜面上部、斜面下部ともに適

潤性褐色森林土（BD）と判定されました。

（２）雑草木の状況                   表-2 雑草木の生育状況

 雑草木の生育状況を表-2 に示します。斜面上         

部ではイチゴ類（モミジイチゴ、クマイチゴ）が、

斜面下部ではワラビが全体に繁茂していました。

斜面上部では、イチゴ類のほかに、カラスザンシ

ョウ、ヤマグワ、アズマネザサ、タラノキなども

みられました。斜面上部のイチゴ類の高さは 2023

年 11 月で 1.5m、2025 年 12 月で 3m でした。斜面

下部のワラビの高さは 2023 年 11 月で 1.5m、2025

年 12 月で２ｍでした。

（３）大苗の生存率

 大苗の生存率を図-3 に示します。2022 年春で

は斜面上部で 1 割、斜面下部で 2 割の枯死が発生

していました。2025 年 12 月では斜面上部で 3 割、

斜面下部で 4 割の枯死が発生していました。2022

年春以降は大苗の根が活着していると考えられま

すので、斜面上部、斜面下部ともに約 2 割は雑草木

による被圧の影響で枯死したと考えられました。

 （４）大苗の生育状況                     図-3 大苗の生存率

 大苗の樹高および根元径を図-4,5 に示します。生存している大苗について斜面上部と斜面下部で比較

しますと、樹高は 2023 年 11 月から、根元径は 2022 年秋から有意となりました。斜面上部では雑草木が

落葉するため、落葉期間中は大苗に日射が届いていました（図-6）。一方、斜面下部で優占しているワラ

ビの枯れ葉は風で飛散しにくく、大苗全体を覆うような状況でした（図-7）。

調査地全体で 2023 年 11 月に雑草木から樹高が突破していた大苗の樹高が約 2ｍ（平均 2.19m)でした

（図-8）。また、2025 年 12 月のワラビの草丈が 2m でしたので、樹高 2ｍを超えた大苗は今後も健全に育

つと仮定して、2025 年 12 月における樹高 2m 以上と 2m 未満にわけて成長を比較しました。

2025 年 12 月における樹高 2m 以上は斜面上部で 4 割、斜面下部で 2 割でした（図-9）。また、斜面上

部、斜面下部ともに 2025 年 12 月時点の 2m 未満の大苗は樹高および根元径の成長が抑制されていました

（図－10 から図－13）。

2023年 2025年

◎ カラスザンショウ 3 6
◎ イチゴ類 1.5 3

◎ ヤマグワ - 2

◎ ワラビ 1.5 2
〇 アズマネザサ - 3

〇 タラノキ 2 6

頻度 樹種
高さ(m)
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図-4 大苗の樹高                    図-5 大苗の根元径

図-6 斜面上部での雑草木を突破した大苗        図-7 斜面下部でのワラビの枯れ葉に覆われた大苗

図-8  2023 年 11 月時点での雑草木から突破の有無による大苗の樹高  図-9 2025 年 12 月時点での大苗の生育状況

４ 考察

渡辺ら（2015）は北風があたるところでは大苗が 1～2 割枯死し、普通苗より倒れやすいことを明らか

にしています。本調査地は北東斜面に位置し、季節風があたる場所であることから、風により枯死したこ

とが考えられました。大苗は植付後に倒れやすいことから、枯死を防ぐため活着確認が必要です。

渡辺ら（2025）は普通苗より大苗のほうが生育が良く、無下刈よりも下刈したほうが生育が良いことを

明らかにしています。当試験においても斜面上部の 2025 年 12 月時点の 2m 以上の大苗の樹高は、渡辺ら

（2025）の大苗を下刈した状況と植栽 4 年後の樹高が同等であったことから、初期の成長が良く、雑草木

を突破している大苗は下刈り不要なことがわかりました。

谷本（1983）はスギの生長阻害はスギ樹冠の約 1/2 以上が覆われると急に大きくなり、スギ樹冠と雑
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図-10 斜面上部での大苗の樹高               図-11 斜面上部での大苗の根元径

図-12 斜面下部での大苗の樹高               図-13 斜面下部での大苗の根元径

草木の相対的位置関係が最も強く影響することを示しました。また、野宮ら（2016）は無下刈区ではスギ

の成長が抑制され、樹高成長よりも地際の直径成長への影響が大きく、下刈区に比べて形状比は高くなっ

たことを示しました。これらのことから、大苗の植付後 1～２年で根元径の肥大が抑制されている場合、

被圧している雑草木除去等の下刈作業が必要であることが明らかとなりました。

５ 謝辞

 塩那森林管理署および矢板市農林課の職員の皆様にはやぶ漕ぎしながら調査に協力いただきました。ま

た、矢板市林業・木材産業成長化推進協議会の構成団体の皆様には、シカ柵の設置および大苗の植付に協

力いただきました。ここに厚く御礼申し上げます
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UAV レーザーを活用した施設維持に向けた現地測量の省力化について 

 

                                上越森林管理署 鈴木 夢叶  

 

 

１ 背景 

上越署が所管する頸城地区は全国有数の地すべり多発地帯

とされており、昭和 35 年から民有林直轄治山事業が実施され

てきました（図 1）。民有林直轄地すべり防止事業とは、工事

の規模が大きい等の場合に、都道府県知事に代わって国が直接

実施する事業です。新潟県への移管が令和 17 年度に予定され

ていますが、特に水路を中心とした施設の経年劣化が進んでお

り、機能低下した施設の補修を進める必要があります。補修

を必要とする水路は 5 箇所ですが、1 箇所ごとの延長は 65～

430m であり、地すべり防止施設補修の事業量における水路補

修の割合が大きくなっています（表 1）。このことから、本研

究では地すべり防止施設の中でも水路を対象とします。 

 

２ 課題 

 事業に関わる人手が減少する中でも、補修を進める必要が

あります。また、近年では工事への ICT 技術の導入が進んで

います。水路の補修にあたっては現地測量を実施しています

が、ICT 技術を取り入れて現地測量よりも効率的に測量を実施して効率的に補修を進めることはできない

か検討しました。 

 

３ 使用するデータの検討 

 データの選定にあたっては、以下の４点を重視しました。 

 １点目は、容易に入手できる機材でデータを得ることができることです。 

２点目は、データ処理が容易であることです。 

３点目は、技術的に確立していることです。 

４点目は、測量に必要な人工数を抑えることができることです。 

これらを踏まえて、データや測量手法を検討した結果、すでに UAV データ測量や三次元点群データの使

用は公共測量において、国土地理院によりマニュアル化されており技術的に確立していることから、本研

究においてもこれらの技術、データを使用、検証することとしました。 

 

４ 調査、検証方法 

 調査、検証方法は以下のとおりです。 

 １.調査地を選定。 

２.現地測量データ及び UAV 測量データを取得する。 

３.現地測量と UAV レーザ測量の結果を基に縦断図を作成。 

（図１）頸城地区（上越市）の位置図 

※治山施設点検による健全度Ⅲ・Ⅳが対象 

（表１）補修を要する水路一覧（伏野防止区域） 
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３.現地測量と UAV レーザ測量の結果を基に縦断図を作成。

作成時は傾斜を求めるために、各測点における基準点からの高さに着目。

４.現地測量結果と UAV レーザ測量結果との最大誤差を算出し、水路勾配を決定。

５.現地測量、UAV レーザ測量の縦断図の流量計算を行い比較。

UAV レーザ測量の精度を検証。

５ 結果

（１）  調査地の選定

 新潟県上越市安塚区真
も

荻
おぎ

平
だいら

字
あざ

柳原
やなぎはら

地内（以下、「柳原」

とする）を選定しました。現地では昭和 40 年代以降地

すべり対策工が実施された結果、地すべり活動は落ち着

きましたが、近年になって活動の兆候が確認されたこと

から、令和４年度以降地すべり調査業務を実施していま

す。

 柳原を選定した理由は以下の２点です。１点目は、現

地測量と UAV 測量のデータが揃っていることです。２点

目は、谷止が点群データ上に明確に映っており、現地測

量の測点の基準点を確定できることです（図２）。

（２）  測量データを得て三次元点群データを作成

 現地測量データは、令和５年度伏野区域（柳原）地すべり防止事業地質調査・測量・設計

業務 [柳原 A-24 工区 ]報告書（令和６年９月）の２ .設計関係資料から引用しました。トータ

ルステーションを使用して測量を実施しています。

UAV 測量データは、令和５年度頸城地区（伏野区域外）地すべり防止事業経過観測業務（ R

５補正）［柳原 A24 工区］（令和７年２月）の技術提案資料から引用しました。令和６年４

月 26 日に AlphaAir450 を使用して測量を実施しています。

三次元点群データは、UAV 測量結果を踏まえ、TREND-POINT ビューアーを使用し作成しまし

た。

（３）  縦断図の作成

UAV 測量の結果から縦断図を作成するために、現地測

量と UAV 測量のそれぞれについて各測点における基準

点からの高さ（以下、「垂直距離」という）に着目し、

傾斜を求めました。また、現地測量の垂直距離と UAV 測

量の垂直距離との差を求めました。

 水色のセルは現地測量と UAV 測量の垂直距離の差が

0.05m と最も小さくなっており、黄色いセルは差が

0.25m と最も大きくなっています（表２）。

（４）  水路勾配の決定

 結果（３）では、垂直距離の最大誤差は 0.25m でしたが、本研究では、余裕を見て 0.3m と

して検証を行いました。

（表２）現地測量と UAV 測量との差

（図２）現地の点群データ

水路

谷止
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 点線が地山、実線が水路、四角が集水桝を表していま

す。現地測量の水路勾配は 17.2%となりました（図３）。

 青い点線で示す①水路勾配は UAV 測量結果をそのまま

入力したもので、水路勾配は 17.0%となりました。赤い点

線で示す②水路勾配は現地測量との誤差が最大で出た場

合を想定し、①の水路の上端を 0.3m 下げて、下端を 0.3m

上げて、勾配が最も緩くなるように作成しました。その結

果、水路勾配は 13.2%となりました（図４）。

（５）  流量計算

UAV 測量から導いた水路勾配が余裕をもって、現地測量

の計画流量を処理できるかを検証するため、マニングの

式を用いて流量計算を行い、計画流量を求めました。計画

流量とは 1 秒間に流すことのできる流水の体積を表しま

す。

現地測量の水路勾配の計画流量は 0.508 ㎥ /s、①水路勾配の計画流量は 0.660 ㎥ /s、最大

誤差の 0.3m 分を考慮した②水路勾配の計画流量は 0.582 ㎥ /s となり、①、②ともに現地測

量の計画流量を上回りました。このことから、 UAV 測量によって導出した水路勾配は余裕を

もって流水を処理することが可能であるといえます。

なお、施工当時はコルゲート水路を使用していましたが、現在ではポリエチレン水路を使

用するため、流量計算では現地測量をコルゲート水路、 UAV 測量をポリエチレン水路で比較

しています。

６  分析

５（５）の結果より、 0.3m の誤差は「余裕をもって流水を処理できるか」という点におい

て許容範囲内ということができます。

 ここで、UAV 測量の効率性について検証す

るため、水平距離と垂直距離の誤差との関係

について分析を行いました。横軸は現地測量

の水平距離、縦軸は垂直距離の誤差となって

います。

水平距離が長くなるにつれて、縦軸の誤差

が大きくなる可能性が考えられたことから、

両者の相関係数を求めました。その結果、相

関係数は 0.59（正の相関関係にある）となり

ました。近似曲線を作成した結果、測点間の

水平距離が 10m を超えると最大誤差とした

0.3m になる可能性が高いことが明らかになり

ました（図５）。

 また、垂直距離の誤差を絶対値にしたうえ

で同様の分析を行いました。相関係数は 0.14

（図４）UAV 測量の水路勾配

（図３）現地測量の水路勾配
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（相関はほとんどない）となりました。ここでも近似曲線を作成した結果、測点間の水平距

離が 35m までは 0.3m 以内になる可能性が高いことが明らかになりました（図６）。  

 

７  考察  

 今回の事例においては、 UAV 測量から得た点群データを用いて現地測量に代わる縦断図を

作成できることが明らかになりました。しかし今回の調査地は地形的、時期的にも好条件で

あったことから、様々な条件のもとでの検証を重ねる必要があると考えます。  

また、水平距離が 10m を超えると垂直距離の誤差が 0.3m を超える可能性が高いことがわか

りました。このことから、精度を保つためには、測点間の距離を短くする必要があり、状況

によっては UAV 測量よりも現地測量の方が効率的と考えます。  

一方で、垂直距離の誤差を絶対値にした場合、相関係数が 0.14 となり、この誤差は機械の

性能によるものと考えられます。このとき、水平距離は 35ｍまで誤差 0.3m 以内になること

から、状況によっては現地測量よりも UAV 測量のほうが効率的と考えます。いずれにせよ、

今後の事例の積み重ねが必要であると考えます。  
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ツリーシェルターでヒノキを育てる 

 

                       千葉森林管理事務所 湊森林事務所 勝川 誠 

 

１ はじめに 

私たちは、ニホンジカ（以下、「シカ」という。）等野生鳥獣の生息 

域の中で、森林整備を行っています。令和４年度森林・林業技術等交流 

発表会において単木保護資材（以下、「ツリーシェルター」という。） 

の中でヒノキが変形してしまう事例と対策（図１埼玉森林管理事務所に 

て発表）を考察しておりますが、令和５年度、千葉森林管理事務所の事 

業の中で、ツリーシェルターでヒノキを育てる機会を得ました。ツリー 

シェルター内での成長過程において、苗木を変形させないように育てる 

ための取組と観察記録について共有いたします。 

 

２ 私たちの取組 

令和５年度の森林整備事業の更新箇所に土壌 

や地形等の条件を考慮して、ヒノキ（一部スギ） 

の植栽地に獣害防護柵（黄色枠）及びツリーシ 

ェルター（ピンク枠）を用い植栽する区域分け 

を行いました。（図２） 

ツリーシェルターの中で、ヒノキが変形（写 

真１）する原因は、ヒノキの梢端部、頂芽がや 

わらかく成長の過程でツリーシェルターの内壁 

や接合部に引っ掛かってしまうのではないか、 

と考察し、生育状況の観察と合わせて、頂芽の 

巻き下がり（図１）を柄の長いフック（写真２） 

を使い上に真直ぐ成長するように補助作業を行 

うことを実践いたしました。 

 

（１）現地の特徴  

尾根筋と沢地、起伏の多い崩壊地、粘土の岩 

盤がむき出しになっている場所が多く獣害防護 

柵が設置できる範囲は限られました。土壌が深 

い場所にはツリーシェルターを施したスギ（コ 

ンテナ苗）を植え、土壌が浅い場所にはツリー 

シェルターを施したヒノキを植える区域としま 

した。作業者が入れない植栽困難箇所は、千葉 

県の指示を得てコナラやカシ類のドングリを集 

めて播種を施しました。 

  

 

頂芽の巻き下がり柄の長い 
フックを使い上向きに戻す 

図１  

 

図２ 令和５年度 更新箇所 

 

写真１ ヒノキの変形状況（埼玉森林事務所管内） 

 

写真２ 実際に使用した 柄の長いフック 
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（２）観察のポイント  

ア  所崎地  千葉県君津市香木原   

柚ノ木国有林 70 林班い 1 小班  

☆☆☆ツリーシェルター  ヒノキ 2,640 本   穴 

面積  0.95ha            

★頂芽の引っ掛かりを危惧した接合部  

はありませんが通気を考慮したと思わ  

れる穴が、地上から 30 ㎝ 60 ㎝ 90 ㎝の  

位置に空いています。（図３）  

 

イ  比較対象箇所  同事業地  

獣害防護柵    ヒノキ 1,410 本  

面積  0.55ha  延長 570ｍ  

 

（３）観察と補助作業の記録（気づき）  

ア  ヒノキは裸苗を植えていた  

 スギはコンテナ苗で頂芽から茎が直線、反してヒノキ裸苗は頂芽と枝葉が近い（写真３）ことから 

獣害防護柵の苗木に比べ、 

枝葉が締め付られるツリー  

シェルター内では、植栽  

の時点で頂芽と枝葉の競争 

が始まり伸長成長を抑えて 

しまいます。 

 植栽後のツリーシェルタ 

ー内のスギコンテナ苗とヒ 

ノキ裸苗を比較すると、ヒ 

ノキは枝葉を圧縮された形 

でツリーシェルターに押し 

込められてた状態でした。 

スギと比べヒノキが変形 

し易い原因の一つだと考え 

ました。 

 

イ  ツリーシェルター内は成長が早い  観察すべき  

時期と補助作業が遅かった  

・令和６年３月ヒノキの植栽とツリーシェルター  

の設置が完了し、植栽後４月にまず観察（写真５）  

しました。そして６月の豪雨の際に、管轄域全体  

で崩落の被害があり調査に追われ、令和６年度の  

 ツリーシェルターヒノキ区域の観察が出来ずに終  

図３ 単木保護資材ツリーシェルターの使用  
 
 

・・・・・・・・・・・ 
（図のタイトルは下） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

写真３ 令和６年３月 14 日 完成検査時 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

写真４ 獣害防護柵内のヒノキ裸苗とシェルター内のヒノキ裸名とスギコンテナ苗 
 

写真５ 令和６年４月８日 最初の観察 
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りました。 

令和７年４月 10 日の  

観察時には区域の入口近  

くのツリーシェルター  

からバラ類が枝を伸ばし  

ており、他のツリーシェ  

ルターにもバラやススキ  

等植物の侵入（写真６）  

があり、その除去に追わ  

 れました。  

 令和７年４月 24 日に  

森林事務所を総動員して  

補助作業を実施しました。  

頂芽が巻き下がった個体  

を確認したところ全体の  

７割であり、さらに頂芽  

がツリーシェルターの穴  

（写真７）から外へ出てい  

ました。シェルター部分  

を外して、曲がってしまった幹を「麻紐」で引っぱり整形を試み、また頂芽に邪魔な枝葉  

の切り落とし、二股に成長した一方を剪定する等、補助作業を要しました。  

 

３ 取組の結果とふりかえり 

観察の最後に、ツリーシェルターの  

 ヒノキと獣害防護柵のヒノキ、それぞ  

れの区域を沢筋から稜線部を歩き 100 

本づつ計測し根際の直径と樹高を調査し 

ました。（表１）ツリーシェルターの 100 

本中、 53 本のヒノキがツリーシェルタ 

ーから梢端部が出ていました。（写真８） 

ここで初めて獣害防護柵のヒノキとツリー 

シェルター内で育ったヒノキの成長状況が 

比較できます。 

表１には両方の平均値と最大値と最小値 

を表記しています。ツリーシェルターのヒ 

ノキは、樹高の平均値 140.58 ㎝、最大値 

205.00 ㎝で、一方の獣害防護柵のヒノキ  

平均値 91.18 ㎝、最大値 144.00 ㎝よりも 

高く伸長成長を促した結果が得られていま 

す。また、ツリーシェルター ヒノキの根際 

直径の平均値 1.31cm、最小値  0.80 ㎝で  

                  穴から頂芽が出る 
令和 7 年 4 月 24 日も観察と補助作業は 2 日間におよんだ。頂芽が下がった

個体は多数観察した。穴から頂芽が出ている個体は補助作業が困難だった。 
 
 

・・・・・・・・・・・ 
（図のタイトルは下） 

 

 写真 6 1 年後の観察 バラ類の侵入があり除去した 大きく成長したニガイチゴ 
を取り除いてもヒノキは無事であった。 令和 7 年 4 月 10 日 

 

 
・・・・・・・・・・・ 
（図のタイトルは下） 

図 7  

                      
表１ ヒノキの成長の比較 
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図５ 肥大成長を抑え伸長成長を促す機能 

した。一方の獣害防護柵  ヒノキの根際直径は、 

平均値 1.64 ㎝ 最小値 1.10cm であり、結果ツリー 

シェルターの中では、肥大成長を抑える効果を  

得られました。イラスト（図４）で表してお  

りますがツリーシェルターのメリットとして  

内部で光合成がコントロールされ枝葉の圧縮  

により幹の肥大成長を抑制し、伸長成長を促  

す機能を果たしている特性を実証することがで 

きました。  

 今回の観察をふりかえり、使用したツリ―  

シェルターの欠点として「穴から頂芽が出て  

いた」ことから穴は植栽する苗木樹高より低  

い位置に空いているため、設置前に内側から  

白色のテープ等で塞ぎ、頂芽の引掛りを防ぐ  

ことを考えました。  

 植栽後の１年目の夏季にツリーシェルター  

ヒノキ区域の観察をせず、補助作業の時期が  

遅滞した事は大きな反省点です。春、気温が  

高くなれば、頂芽や枝葉の成長は始まり、巻  

下がりも始まる事を注意しなくてはなりませ  

ん。また他の植物もツリ―シェルター内が温  

室の様な効果により成長しヒノキを害します。  

早めの発見と除去が必要です。１本１本の観  

察が要で、植栽から初期成育を守る仕事です。  

今後、成長が進むにつれ心配な点として伐  

株等を踏み台としてシカの口が届く位置にお  

いて、ツリ―シェルターから出たやわらかい  

頂芽が食べられてしまう心配があります。  

また、ツリ―シェルターの上部で枝葉を拡  

げた状態になること、風を受けやすい形状で  

あるため、根本が弱く（写真９）、強風を受け  

ると転倒する要因にもなること。転倒防止と  

して園芸支柱を再利用して補強する（写真 10）  

ことを考えました。  

 

４ まとめ 

・「ツリーシェルターでヒノキを育てる」ためには、ヒノキの特性、ツリーシェルターの特

性を踏まえながら、植栽と設置の監督及び、植栽後の観察、必要と判断した補助作業を実施

し、植栽から２年間で半数以上の梢端部、頂芽や枝葉がツリーシェルターの高さ以上に伸びた事は、成

果があったと言えます。また、シカの食害防止策と合わせ、将来の良材の生産にもつながる育林（初期

生長段階）技術として参照いただければ幸いです。 

写真８ 頂芽と枝葉を延ばすヒノキ 令和７年 12 月 23 日 
 

 
・・・・・・・・・・・ 
（図のタイトルは下） 

写真９ 風を受け転倒の心配がある形状 
 
 

・・・・・・・・・・・ 
（図のタイトルは下） 

写真 10 転倒防止の園芸支柱 資材の再利用  

 
 

・・・・・・・・・・・ 

（図のタイトルは下） 
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下刈りの機械化のための自走式下刈り機による地拵えに関する検証 

 

                   静岡県富士農林事務所 森林整備課  辻󠄀 菜緒 

合同会社ビスペル 代表社員 馬渡 純 

 

１  課題を取り上げた背景  

静岡県富士農林事務所管内では、森林資源の循環利用を進めるため、主伐・再造林が意欲的に行わ

れています。その結果、下刈り等の保育作業が年々増加し、木材生産に影響が出ています。 

また、下刈りは、夏期に集中して実施する必要があり、炎天下の過酷な作業となることから、省力

化や労働環境の改善が急務であるとともに、従事者の確保

が課題となっています。 

そこで、自走式下刈り機での自動操作による下刈りの実

装について、管内の林業経営体、行政計８者による「富士

地域林業イノベーション推進協議会」において、合同会社ビ

スペルの協力の得て、令和５年度から取り組んできました。 

２  具体的な取組と成果  

（１）地拵え機能による根株、未搬出材、枝条の破砕試験  

下刈り作業を機械化するためには、地面に障害物

がないことと、機械が通れる間隔で苗木が植えられ

ていることが必要です。 

そこで、植栽予定地で、障害物となる枝条残材、

根株を機械で破砕する地拵え試験を実施しました。

使用した機械は、令和５年度頃から北海道等の林業

現場（地拵え、下刈り）で稼働している「LV800PRO

（ＭＤＢ社）」で、スギの根株を 1 分で粉砕できま

す。 

試験は、富士山麓の緩やかな地形の富士宮市北山

の約１ha のアカマツ林皆伐跡地（日本製紙㈱社有林）で、４日間行いました。施工前後を比較する

と、障害物が無くなってフラットになったことがわか

ります（写真１）。作業効率は、当試験地が、アカマ

ツ林であったことから、材質が固く、破砕に時間を要

し、約 0.2ha/日とメーカーの実績値（スギ林、0.3ha/

日）より低位な結果となりましたが、破砕による地拵

えの実証ができました。 

破砕する材質の硬さ・根株の高さ、未利用材の残置

量により作業時間が増加するため、伐採の作業時から

地拵えとの作業バランスを考える必要があります。例

写真１ 破砕試験 施工前と施工後 

図２ 破砕試験の作業効率 

図１ 富士地域林業イノベーション推進協議会 
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えば、効率の良い機械地拵え（破砕処理）のために、ハーベスターでどのくらい地際に近い位置で

伐採し、現場に残る根株の高さを低くするか、どの程度まで未利用材を搬出し、現場に残る丸太や

枝条を少なくするか、などです。 

（２）下刈り機の走行ルートを踏まえた苗木配置及び地形図・走行ルート作成  

次に下刈り機が通ることができる苗木間隔の

検証を行いました。植栽にあたり、下刈り機の

幅や走行方向を考慮して、苗木の位置を決めま

した。  

「LV800PRO」の車幅 1.9ｍに片側 0.3m ずつの走

行補正幅を足して列間を 2.5ｍ、植栽密度が

2,000 本 /ha となるよう苗間は 2.0ｍとしまし

た。下刈り後は、刈り幅 1.9ｍと苗木を含む刈

り残し幅 0.6ｍの筋刈りになります。  

また、下刈り機の折り返しが少なくなるよう

走行方向を決めました。富士宮市上井出の試験地

（富士森林組合施行地）では、等高線に直交する苗

木列で植栽した結果、傾斜が緩く、植栽作業に

影響はありませんでした。  

さらに、ドローン測量で把握した下刈り機の

走行に影響する地形の大きな凸凹や傾斜、障害物（写真２  赤い箇所）と、植栽時に取得

した苗木の位置情報を組み合わせ、下刈り機の走行ルートを作成しました。  

３  まとめ  

限られた従事者で木材の安定供給、主伐・再

造林の拡大を図るには、先端技術の導入が必

要です。特に下刈りは過酷な労働環境のため、

機械化の効果は大きく、体力や年齢の差にと

らわれない従事が可能となると考えていま

す。  

しかし、自走式下刈り機の実装は、下刈り

だけでなく、植栽の前の地拵えのさらに前の

伐採から、工程や作業方法をこれまでとは全

く違う視点で見直していくことが必要だとわ

かりました。  

「下刈りの機械化」の早期実現に向け、今後

は、機械走行を想定した植栽地での走行試験や自律走行の実装試験に取り組むとともに、

他の課題についても、先端技術による解消に取り組んでいきます。  

図３ 植栽間隔イメージ図 

写真２ 下刈り機走行ルートの検討 

写真３ 下刈り機による地拵えの様子 
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くくりわなによるシカ捕獲の２地点比較（伊豆半島と箱根・丹沢地域） 

 

                       伊豆森林管理署 藤垣 遼大 

神奈川県自然環境保全センター 野生生物課 小澤 海斗 

 

１．緒言 

ニホンジカ（Cervus nippon，以下，シカ）の生息数の増加と分布域が拡大した結果，全国のシカの農作

物被害額は 80 億円前後，森林被害面積は年間約 2.5 千 ha で推移しており農林業に深刻な影響を及ぼして

います（農林水産省 2026）。シカが引き起こす問題は農林業被害にとどまらず，希少植物の食害や森林

土壌の流出による森林生態系の衰退や車両との衝突事故など幅広く，全国的に対策が求められています。 

伊豆森林管理署（以下，伊豆署）管内では，比較的早い年代から特用林産物のワサビ・シイタケの食害

や国有林野内の造林木等の剝皮などの被害が顕著でした。また伊豆半島中央部に残されている太平洋型ブ

ナ天然林（ブナ-スズタケ群団）においては，スズタケ（Sasamorpha borealis）が衰退し，ヒメシャラ

（Stewartia monadelpha）の樹皮剥ぎが目立ちます。このような状況を踏まえ，伊豆署では平成 27 年度か

ら管轄の国有林内において直営によるシカ捕獲を開始し，平成 30 年度以降は委託事業による捕獲を併用

することで捕獲体制の拡充を図ってきました。一方，隣接する神奈川県では平成 14 年度よりシカの個体

数管理とモニタリングを実施し，令和３年度以降，委託事業によるわな捕獲が実施されています。しかし，

シカの個体数は依然として地域によって高水準にあり，捕獲のさらなる強化に加え，地域のシカ密度や実

情に即した管理が求められています。また，少子高齢化の進行に伴う捕獲の担い手不足を背景に，効率的

な捕獲手法の確立や，国と都道府県をはじめとする行政機関間の連携強化が重要な課題となっています。 

本報告では，伊豆署および神奈川県におけるシカ捕獲の取組内容と捕獲実態を比較・整理し，その結果

を踏まえて今後のシカ捕獲の在り方について考察します。 

 

２．方法 

（１）捕獲実態の比較 

伊豆署管内の国有林において実施している直営捕獲および，神奈川県が箱根町の林道宮城野線沿線で

実施している委託捕獲事業を対象とし，足くくりわなおよびアルファルファヘイキューブ等の誘引餌に

より捕獲された個体のデータを収集しました。令和３年度から令和６年度までの４年間の捕獲記録を集

計し，両地域における捕獲実態を比較しました。捕獲実態の比較には，わな設置数，わな稼働日数，捕

獲数，捕獲効率を用いました。また，捕獲効率は次式により算出しました。 

捕獲効率＝捕獲数 / （わな設置数×わな稼働日数） 

 

（２）現地視察及び仕様書等の比較 

現地視察は，2025 年 12 月 10 日および 2026 年１月 16 日の計２回実施しました。 

第１回目の視察（2025 年 12 月 10 日）は，伊豆署管内の菅引国有林において実施し，神奈川県職員が

同署の直営捕獲の実施状況を確認しました。第２回目の視察（2026 年１月 16 日）は，神奈川県箱根町

の林道宮城野線において実施し，伊豆署職員が神奈川県発注の委託捕獲事業の実施状況を確認しまし

た。視察に際しては，現場の捕獲作業を見学する他，捕獲従事者，事業担当職員及び委託事業者を含め

た関係者間で，実施上の課題及び効率化に向けた取組等について情報共有及び意見交換を行いました。

さらに現地視察後，室内において国有林職員と県職員が双方の仕様書及び設計積算の内容について比較

や精査を行いました。 
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３．結果 

（１）捕獲実態の比較 

令和３年度から令和６年度までの伊豆地域およ

び箱根地域におけるわな設置数，わな稼働日数，

捕獲数の推移を表-１に示します。わな設置数およ

びわな稼働日数には差がみられたものの，４年間

の累計捕獲数は伊豆地域で 538 頭，箱根地域で 85

頭であり，伊豆地域の捕獲数は箱根地域を大きく

上回る結果となりました。 

次に，捕獲効率の推移について示します（図-

１）。本報告における捕獲効率とは，表-１の捕獲 

数をわな設置数とわな稼働日数の積で除すること

により算出しています。したがって，数値が大き

いほど効率的にシカが捕獲されていることを示し

ます。なお，本発表では統計解析を実施していな

いことから，生息密度の算出手法や生息環境が異

なる両地域を科学的に直接比較することは困難で

あり，本結果は捕獲効率の傾向比較にとどまる点

に留意する必要があります。 

その結果，全体として伊豆地域の方が箱根と比

較して高い捕獲効率で推移している傾向が確認さ

れました。また，伊豆地域では令和４年度に捕獲

効率の低下がみられ，その後は概ね横ばいで推移

しています。一方，箱根では捕獲効率に顕著な年

次変動は見られませんでした。 

 

（２）現地視察及び仕様書等の比較 

・第１回目の現地視察（伊豆署菅引国有林） 

第１回目の視察は，2025 年 12 月 10 日に伊豆署管内の菅引国有林において実施しました。伊豆署では

職員による直営でのわな捕獲が実施されており，神奈川県の委託事業とは異なる捕獲体制で実施されてい

ます。林道に一般の方が立ち入らないことから，わなの設

置場所が林道から直接確認できるところに設置している

ことや集合埋設が採用されており，国有林内で土地所有

者である管理者が効率よく作業できるように工夫がされ

ていました。直営での捕獲作業は捕獲事業者が変わるこ

となく継続的に捕獲に従事できます。現場の状況に応じ

てシカの誘引を事前に実施することや，糞の有無や捕獲

実績に応じて，わなの設置場所が考えられていました。直

営での捕獲体制は捕獲技術の継承だけでなく，捕獲者の

経験や勘といったものが引き継がれていました。 

図-１ 捕獲効率の推移 

 

表-１ わな設置数・わな稼働日数・捕獲数 

 

写真-１ 第１回現地視察の様子 
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・第２回目の現地視察（神奈川県箱根町の林道宮城野線） 

第２回目の視察は，2026 年１月 16 日に神奈川県箱根町

の林道宮城野線において実施しました。箱根地域におけ

る委託捕獲事業を視察した結果，伊豆署の事業と比較し

て，捕獲事業の目的および目標がより明確に設定されて

いることが確認されました。具体的には，捕獲の目的が

明示されるとともに，目標とする生息状況に到達するた

めに必要な捕獲規模が認識されていました。また，目標

達成に向けた仕様書の内容は簡潔かつ明瞭に整理されて

おり，発注者と受託者間での情報共有および連携が密に

図られていました。その結果，発注者の意図を反映した

捕獲が円滑に実施されている状況が認められました。さらに，目標が具体化されていることにより，受託

者にとって事業計画の立案が容易となり，出来高払い方式と相まって捕獲活動への動機付けが高まってい

ることが示唆されました。加えて，くくりわなによる捕獲に加え，生息環境や地形条件に応じて巻狩りや

単独忍び猟を併用するなど，地域特性を踏まえた複合的な捕獲手法が採用されていました。 

 

４．考察及び今後の展望  

伊豆署と神奈川県の実施しているわな捕獲について，捕獲効率は伊豆署の方が高い結果となりましたが，

捕獲の効果を比較するために，２地点間のシカ密度を考慮していく必要があります。全国的にシカ管理が

実施されている中，生息環境の違いや多種多様なシカの生息密度の算出方法があるという理由から，伊豆

署と神奈川県との捕獲効果の地域間の比較が難しいという現状が分かりました。異なる地域間での比較を

する際は共通の密度指標が必要となります。今後，共通の密度指標を取り入れることで異なる地域間での

捕獲効果の検証が行えるようになると考えています。 

 異なる管理主体のわな捕獲の状況を視察し合うことで，捕獲技術の向上だけでなく，事務的な問題点の

解決にもなりました。伊豆署では神奈川県の視察を通じて，自身の捕獲状況について目的と目標を明確化

させるべきだという意見が出ました。神奈川県の実施している管理区域のエリア分けや地域環境によって

適切な捕獲手法を用いていることから，捕獲の目的と目標を明確化することで，シカの捕獲体制や目的に

向けた捕獲努力量が明確になり，仕様書の内容を目標に沿って作成できるようになります。また，直営の

わな捕獲と委託のわな捕獲の両方を実施している中で，目標をきちんと立てれば両方の差別化ができるの

ではないかと考えました。神奈川県では伊豆署の視察から，捕獲作業の効率化を図れるのではないかとい

う意見が出ました。わなの設置場所の工夫や捕獲された個体の処理方法を集合埋設にするなどで，業務の

効率を向上することができるのではないかと考えました。また，職員による直営の捕獲によって，職員間

での捕獲技術の共有だけでなく，経験や狩猟者の勘といったものが業務を通じて引き継がれていました。

神奈川県ではわな捕獲は業務委託のみの実施であることから，成果品によってわなの設置場所や捕獲位

置，誘引の状況などを報告してもらう必要があると考えました。 

 管理主体の異なる２者でのわな捕獲の比較によって，捕獲技術の情報交換だけでなく，仕様書の内容に

ついても議論を交わすことができました。今後，シカ管理を進めていくにあたって，捕獲だけでなくシカ

の生息状況を把握するモニタリング調査も必要となります。県境部などの行政界が関係ない野生動物管理

において，広域的な捕獲効果の検証は必要になります。今後は，シカ密度に関する共通の指標を用いるこ

とで，地域間の比較ができ，広域的な野生動物問題の解決の一助となることを期待します。 

写真-２ 第２回現地視察の様子 
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５. 摘要 

 ニホンジカ（Cervus nippon）の分布拡大および個体数増加は，農林業被害や森林生態系の劣化を引き

起こしており，地域特性に応じた効果的な個体数管理が求められています。本報告では，伊豆森林管理署

および神奈川県におけるシカ捕獲の取組内容と実施体制を比較・整理し，捕獲効率や運用上の特徴を明ら

かにしました。両者のわなの仕様や運用方法，捕獲体制を比較するとともに，現地視察および作業従事者

への聞き取り調査を実施しました。その結果，伊豆森林管理署の捕獲効率は神奈川県より高いことが確認

されました。また，捕獲前の誘引，わな設置箇所の工夫，受託者との緊密な連携など，各組織における有

効な取組が明らかとなりました。さらに，担当者間の情報共有は，捕獲技術の向上のみならず，設計積算

等の事務的課題の整理にも有効であることが示唆されました。本報告は，管理主体の異なる機関間の連携

が，県境域における広域的な野生動物管理の推進に資する可能性を示すものであります。 
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奥日光西ノ湖畔保護林に平成 11 年に設置したシカ柵内の 25 年後の植生

変化 
                                 日光森林管理署   野口 光三 

 

１ 課題を取り上げた背景 

 （１）西ノ湖について 

西ノ湖は、栃木県日光市の日光国立公園内にある湖沼の一 

つで、かつては中禅寺湖の一部であったといわれ、標高 1300 

ｍ、ここから中禅寺湖まで千手ヶ原と呼ばれる広大な平坦地 

が広がっています。ここにはミズナラやハルニレの巨木が群  

生し、ここを「千手ヶ原ミズナラ・ハルニレ希少個体群保護 

林」に設定して貴重な天然林等の自然環境維持に配慮しなが 

ら適切に保護・管理を図っていくこととしています。 

（２）ニホンジカの生息状況と林床の変化 

私は、日光森林管理署は２回目の勤務で、前回は約 25 年前におりました。当時、千手ヶ原ではニ 

  ホンジカ（以下、「シカ」という。）の生息密度が 

43.1 頭/km2（平成 10 年栃木県調べ(1)）と超過密状 

態にありました。また、それまで林床に密生して 

いたササが、わずか 8 年間でほとんど消失し(2)、林 

床は裸地化して更新のチャンスとなっていまし 

た。写真２は平成２年頃（森林総合研究所提供)と 

現在を比較したもので、当時あったササや灌木が 

現在は消失しています。ササが枯れた原因は諸説 

考えられていますが、林床植物の消失はシカの食 

害によるものです。写真左中央に細いヤマモミジ 

が写っていますが、食害を免れたものが、写真右で 

は大きく成長しています。 

（３）シカ柵の設置と植生調査 

シカの食害があると、森林の更新は難しいことから、 

平成 10 年からシカ侵入防止柵（以下、「シカ柵」とい 

う。）を設置してきました。平成 11 年には規模の大き 

なシカ柵（延長 1665m、面積 9.42ha）を西ノ湖畔に設 

置し、平成 12 年に植生調査プロットを設定しました。 

それから 20 数年後、再び日光署勤務となり、現地を確 

認するとシカ柵内の植生は大きく変化していて、当時の 

調査杭や資料がそのまま残っていることが分かりまし 

た。そのため、調査開始から 25 年後となる令和７年８月 

18 日から 20 日の３日間、森林総合研究所の協力を得て、 

局、署を含め 23 名、延べ 44 名による追跡調査を行いま 

した。協力いただいた皆様に厚く御礼申し上げます。 
図１  西ノ湖畔のシカ柵設置位置 

写真２ 林床の変化（左：平成 2 年頃、右：令和 7 年 8 月） 

写真１ 西ノ湖と千手ヶ原ミズナラ・ハルニレ希少個体群保護林 
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２ 調査プロットの概要 

平成 12 年の調査では、シカ柵内に５ヶ所、対象区とし 

てシカ柵外に３ヶ所に調査プロットを設定しました（図 

２）。１ヶ所のプロットは３ｍ四方で、その中に１ｍ四方 

のコドラートを２区画設定しました。３ｍ四方のプロット  

では、被度と草本を含めた全ての植生調査、植被状況投影 

図、樹冠投影図を記録。１ｍ四方のコドラート内は全ての 

木本の樹種、本数、苗高を測定・記録しました。 

平成 26 年に設置したシカ柵（延長 519ｍ）により、対象 

区としていた３ヶ所全てが柵内となっていたことから、今 

回、新たにシカ柵の外側に５ヶ所対象区を設定しました。 

そのため、シカ柵設置から 25 年後と 10 年後の植生の変化 

を記録することができました。 

 

３ 調査のポイントと結果 

（１）植生の変化 

３ｍ四方の調査プロット内の草本・木本の出現数は、総数で平 

成 12 年に 31 種であったものが、25 年が経過し 64 種に増加して 

していました。旧シカ柵 

外（旧対象区）では、平成 

12 年当時はシカの食害 

によってほぼ裸地化して 

いて（写真３）、不嗜好性 

植物を中心に 13 種だっ 

たものが、34 種に増加し 

ていました。 

 

（２）稚樹の変化 

１ｍ四方のコドラート２区画内の稚樹は、平成 12 年に１プロット当たりの平均で 32 本、苗高 4.5cm 

であったものが、25 年が経過し 16 本と半減していましたが、苗高は 7 倍の 32.7ｃｍとなっており、 

最大では 159ｃｍに成長していました。実際には写真４で見られるように樹高 10ｍを超すものもあり 

ましたが、１ｍ四方のコドラート外で調査対象外となり、コドラート調査の難しさを感じています。 

図２  調査プロット概念図 

プロット内で確認された植物の種類数

区分 プロット H12.9.20 R7.8.19-20 増加率

Ｐ１ 11種 23種

Ｐ２ 11種 20種

Ｐ３ 14種 26種

Ｐ４ 14種 25種

Ｐ５ 7種 27種

全 31種 64種 206%

Ｐ１ 5種 20種

Ｐ２ 6種 16種

Ｐ３ 7種 19種

全 13種 34種 262%

Ｐ１ （新規設定） 19種 －

Ｐ２ 〃 21種 －

Ｐ３ 〃 23種 －

Ｐ４ 〃 19種 －

Ｐ５ 〃 21種 －

全 - 49種 －

シカ柵内
（H12柵設置）

旧シカ柵外
（H26柵設置）

シカ柵外

表１ プロット内で確認された草本・木本の出現数 

表２ プロット内で確認された稚樹の種数、本数、最小・最大・平均苗高 
 

写真３  旧シカ柵外の林床（平成 12 年 9 月）
（シカ柵外） 
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（３）高木種の更新樹種 

稚樹の成長状況から、このまま推移していけば確実に成林していくものと推定されました。しかし、 

保護林の対象種であるミズナラ、ハルニレは芽生えたばかりの稚樹が僅かにある以外は確認できませ 

んでした。そのため、新たに 30m 四方の調査地を設定し、樹高２m 以上の木本の調査を行いました。 

その結果、シカ柵が出来てから芽生えたと思われる木本は８種、33 本ありましたが、ミズナラ、ハル 

ニレは見られませんでした。さらに、全域も確認しましたが、ミズナラ、ハルニレは、芽生えたばか 

りの稚樹が僅かにある以外は確認できず、両種の更新には更に長い年月が必要と考えられました。 

 

４ ナラ枯れの進行と天然更新試験について 

ナラ枯れ（カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌によりコナラ、ミズナラ類等の樹木が集団的に枯 

損する樹木の伝染病）は、栃木県内では令和２年に県南の足利市で確認され(3)、徐々に北上しています。 

日光市では、令和６年に大谷川公園などで確認され(3)、令和７年には、いろは坂の標高 1050ｍ地点の

国有林でも確認されました。 

当署では、現地確認と同時にカミキリムシ専用のエアゾール剤を、カシノナガキクイムシの穿孔穴か

ら注入し初期対応を行っていますが、その脅威は奥日光に迫っています。奥日光では、ミズナラの高齢

・大径木が多く存在し、ナラ枯れが蔓延すると甚大な被害となることが危惧されます。そのため、ナラ

表３ 新たに設定した調査区域（30ｍ×30ｍ）内の木本（樹高 2ｍ以上）調査結果 
 

写真４ 調査プロット（シカ柵内プロット 3）の比較写真（左：平成 12 年 9 月、右：令和 7 年 8 月） 
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枯れ対策を講じつつ、奥日光のミズナラの遺伝子を保存していく必要があると考えています。  

奥日光の南側にある日光市足尾町湖南国有林には、ミ  

ズナラ天然更新試験地（昭和 57 年森林総合研究所設定 

）があり、ここでは、令和６年に試験的なシカ柵を設置 

し、更新の状況を観察しています。シカ柵は、ミズナラ 

の直下に設置したもので、１年後となる令和 7 年に柵内 

を確認したところ、４ｍ四方のシカ柵内に 63 本のミズ 

ナラの稚樹が確認されました。一方、柵外では８本であ  

り、その差は明らかです。さらに、そこで採取した堅果  

を播種して１年間育苗したものを、令和７年 11 月にシ 

カ柵内に８本、シカ柵外に５本の計 13 本を植栽しまし 

た。今後継続して経過観察を行い、ここでの成果を奥日 

光にも適用していきたいと考えています。 

 

５ 考察 

  シカ柵の設置により、出現する植物種数が増加し、木本の更新は良好なことが分かり、25 年が経過し 

て胸高直径 20cm、樹高 16ｍまで成長したものもありました。しかし、更新樹種は、イタヤカエデ、ダ

ケカンバ、ウダイカンバが主で、ミズナラ、ハルニレは確認できませんでした。 

一方、シカ柵の外側では、芽生えたばかりの稚樹はあるものの、苗高は最高で 20cm（ニシキギ）に留

まっており、不嗜好植物が優占している状況は 25 年が経過しても変化はなく、シカによる影響は継続

していることから、捕獲の継続・強化によって生息密度を低下させる必要があると考えています。 

近年、栃木県内ではナラ枯れが進行し、その脅威は奥日光に迫っています。奥日光にはミズナラの大 

径木が多く、西ノ湖周辺でも高齢級のミズナラがほとん 

どで、若い小中径木はなく、ここまでナラ枯れが進行して 

くると、全滅する可能性が高いと考えています。奥日光の 

ミズナラの遺伝子を保存していくため、更新補助作業や 

堅果を採取して育苗し植栽することも検討し、貴重な保 

護林の植生や遺伝資源を次の世代に引き継いでいく必要 

があると考えています。 

また、西ノ湖畔には、森林総合研究所が平成 13 年に設

定した調査プロットがあり、その追跡調査に協力しなが

ら、その成果に期待しつつ、森を見る技術を次の世代の職

員とともに磨いていきたいと考えています。 

 

６ 参考文献 

(１ )小金澤正昭、松田奈帆子、丸山哲也（ 2013）日光鳥獣保護区におけるニホンジカの増加

と密度管理  水利化学 No.334 

(２ )中静  透（ 2004）森のスケッチ  

(３ )栃木県環境森林部森林整備課発表(2024) 令和６（2024）年度ナラ枯れ被害状況（速報値）について  

 

写真５ 現地で採取した堅果を播種し、育苗中のミズ 
ナラ苗木（１年生）、令和 7 年 11 月に現地に植栽 

写真６ 植生調査の模様（令和 7 年 8 月） 
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治山事業実施箇所において二ホンジカが植生に及ぼす影響について 

 

                             関東森林管理局治山課 小松 隼人   

 

１ はじめに 

近年、ニホンジカによる森林被害が全国的に深刻化して

います。 

環境省の推計によれば、本州以南におけるシカの推定個体

数は令和４年度時点で約 246 万頭とされています。（図１） 

その結果、造林地や治山施設周辺での植生への影響が問

題となっています。 

（１）背景と目的  

そのため、今回私はシカの生息密度が高い伊豆地域にお

いて、シカによる採食が原因と思われる緑化不良が発生し

ている治山事業地での緑化状況にどのような影響が現れて

いるのかを明らかにするため、植生調査と糞粒調査を用いて現地調査

を行いました。 

今回の調査の主な目的は次の２点です。 

１つ目は、「治山事業地におけるシカの影響の程度を、植生調査と糞粒調査を用いて比較する」こ

と。 

２つ目は、「緑化不良が発生している箇所について、その原因を特定する」ことです。 

 

２  調査方法 

（１）植生調査 

植生調査ではブラウンブランケ法を用い、１m×１m のプロット内に自生する草本植物の被度と群度を

記録しました。 

 また、神奈川県の「シカ不嗜好性植物図鑑」を参考に、現地に見られた種が不嗜好性植物に該当するか

を判断し、不嗜好性植物の出現頻度の指標として被度割合を算出しました。 

 また、緑化の成否を判定するため植被率緑化不が 70％を下回る箇所は緑化不良と判定しました。 

（２）糞粒調査 

シカの糞粒が確認できた調査地では、プロット内の糞粒数を計測し、１回目の糞粒を除去したのち、再

度調査を行いました。 

 

３  調査箇所の概要 

（１）八丁地区１ 

施工年度は平成 16 年度、施工から時間がたっており、緑化に伴う工種については不明です。 

（２）八丁地区２  

 施工年度は平成 17 年度、八丁地区１と同様施工から時間がたっており、緑化に伴う工種に

ついては不明です。  

（３）持越川地区  

 施工年度は令和５年度、施工からあまり時間が経過しておらず、種子入りのマット伏工を

図 1 シカの推定個体数 
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施工しています。  

（４）八丁地区  

 施工年度は令和４年度、持越川地区と同様施工からあまり時間が経過しておらず種子入り

のマット伏工を施工しています。  

なお、各調査地で 10 箇所ずつプロットを設置しました。なお、滑沢地区では緑化状況の差

を比較するため、調査地を上部と下部で 10 か所ずつの計 20 か所設置しました。調査地は全

４か所で計 50 プロットでの調査となりました。  

 

４  調査結果と考察  

（１）植生調査の結果  

 調査地全体の被度、また、その中の不嗜好性植物の被度を調査地ごとにまとめました。（図

２）  

 調査地全体の被度及びその中の不嗜好性植物の被度は施工から時間が経過している八丁地

区は高い一方、施工から時間が経過していない持越川地区や滑沢地区の下部は低いという結

果になりました。  

 また、調査地ごとの植被率もまとめました。（図３）図のとおり八丁地区２、持越川地区、滑

沢下部がそれぞれ 70％を下回るため緑化不良と判定されました。 

（２）糞粒調査の結果  

今回の調査でシカの糞粒が確認できたのは持越川地

区と滑沢地区の下部と上部の３か所でした。 

それぞれの調査地の１プロットあたりの平均値をま

とめました。（表１） 

持越川地区は滑沢地区に比べて糞粒数が多かった

です。 

 

５  考察  

（１）八丁地区１と八丁地区２の比較  

 八丁地区の２箇所について比較します。この２つの調査地はどちらも施工から時間がたっているほか、

図３ 調査地ごとの植被率 図２ 調査地全体の被度とその科の不嗜好性植物の被度 

表１ 調査地における１プロットあたりの 

糞粒の平均値 
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不嗜好性植物も多い一方、植被率に大きな違いがあり、八丁地区１では緑化が良好だった一方、八丁地区

２では緑化不良でした。これは八丁地区１でシダ類やマツカゼソウが繁茂し 

ていたことが影響していると考えられます。 

八丁地区１と２の違いとして現地の状況から、八丁地区２は日当たりが良く風が強い、より開けた環境

に位置しており、シダ類やマツカゼソウといった不嗜好性植物が生育しにくい環境であったと考えられま

す。 

そのため、八丁地区２の植被率低下は、シカの採食と立地環境の違いという複合的な要因であると推測さ

れました。 

（２）滑沢地区の上部と下部の比較  

滑沢地区の上部と下部を比較します。この２箇所ではいずれもシカの糞粒が確認されており、現在もシ

カの影響を受けていると考えられる一方、植生状況には明確な差が見られました。 

上部では不嗜好性植物の被度、植被率ともに高い一方、下部では不嗜好性植物の被度、植被率ともに低

くなっていました。  

この違いは、シカの被害を受けた時期の違いによる可能性が高いと考えています。 

上部は過去にシカ被害を受けていたものの、時間の経過とともに不嗜好性植物が定着し、植被率が高く

なっていると推測されます。一方、下部では現在進行形でシカの採食が続いており、不嗜好性植物がまだ

十分に定着できていないため、植被率が上昇しないのだと考えられます。 

（３）滑沢地区下部と持越川地区の比較  

最後に、比較的に最近施工された滑沢地区下部と持越川地区の比較

です。この 2 箇所はいずれも似た傾向にあり、両地点ともシカの糞粒

が確認できるため現在シカの強い影響を受けている と推測されます。 

ただし、植被率には大きな差があり、持越川地区に比べて、滑沢地

区下部の方が高いです。 

この違いを説明する要因として、不嗜好性植物である「マツカゼソ

ウ」（図４）の繁茂が緑化に寄与していると考えられます。こちらは

滑沢では多く見られましたが、持越川ではほとんど見られませんでし

た。 

マツカゼソウは暗く湿潤な環境を好み、滑沢地区では上部で多く繁

茂しており、これが下部にも徐々に広がると予想されます。 

 一方で、持越川は乾燥した明るい環境であり、マツカゼソウが定着しづらいことから、自然回復に時

間がかかると予想されます。 

よって、明るく乾燥したシカ被害地では、緑化のモニタリングや植生を保護するためのネット工による

保護など丁寧な対策が必要だと考えられます。 

 

６  まとめ  

今回の調査から、糞粒がある、あるいは不嗜好性植物が多いという特徴を持ついずれの調査地も、シカ

の影響を受けていると考えられます。 

不嗜好性植物の割合が低い地区は、現在進行形でシカ被害が生じており、不嗜好性植物が定着できてい

ない可能性が高いことがわかりました。 

不嗜好性植物、とくにマツカゼソウは緑化に寄与していましたが、その定着は環境に左右され、明るく

乾燥した場所では生育しにくいことも確認できました。 

このため、シカ被害を受けた治山事業地のうち、特に乾燥地ではネット工などの獣害対策とモニタリン

図４ 不嗜好性植物マツカゼソウ 
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グなどの対応が必要だと考えられます。 
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不法侵入への挑戦 ～林道の安全対策～ 

 
                       群馬森林管理署 水沼森林事務所  石栗 英人 

                              群馬森林管理署   北澤 寛 

１ はじめに 

林道は、森林整備のための重要インフラとして、適切

な維持・管理が必要です。国有林林道の林道管理者 

（森林管理署長等）は、ゲートを設置、施錠し、許可な

くして通行できないように規制する必要があります。 

こうした取組のなか、群馬森林管理署管内の林道に

おいても車やオフロードバイクによる不法侵入（本稿

では「許可なく国有林林道に侵入し通行する行為」と 

定義します。）が多発し、各森林事務所が持つ共通の 

悩みとなっていました。 

これらの課題解消に向けて、署内で、各森林事務所が持つ不法侵入に関する情報を整理し、問題の所

在を一元化して署内の意識を醸成するとともに、不法侵入の撲滅に向け、署をあげて“挑戦”しました。 

 

２ 林道管理の現状と問題点 

（１）現状 

国有林野事業の専用林道は、森林整備等を実行す

るために設けられたものです。一般の道路にはない

構造や安全施設が十分でないことから、一般車両の

通行を規制しています。しかしながら、様々な方法で

車やオフロードバイクが不法侵入を繰り返していま

す。 

また、不法侵入で得た情報を、YouTube などの情報

メディアで興味本位に拡散され、更なる不法侵入を

招く事態となっています。高崎市にある「東地蔵峠

林道」も、ダート（未舗装）林道としての魅力が実

名により紹介されているのが実態です。 

（２）問題点  

不法侵入が行われると、直接的な影響として、①林道管理者の管理責任を問われるこ

と、②事業実行への影響（工事車両や木材運搬車両の安全確保ができないなど）があるこ

と、また、間接的な影響として、①不法投棄など諸問題を誘発すること、②その解消のた

めの業務負担が増加することなどが挙げられます。  

 

３  不法侵入の撲滅に向けて  ～水沼森林事務所の挑戦～  

出署日で森林官が集まった際に、「不法侵入」が日常業務の妨げになる共通の悩みである

ことが分かりました。このため、まず、不法侵入が顕著な群馬県桐生市の水沼森林事務所

管内において、対象とする林道を二つに絞り、次の４つの対策を取り組みました。  

写真１ 林道ゲートと「一般通行禁止」の看板 

写真２ 不法侵入する車やバイク 

   「侵入方法はさまざま」 
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【対策１】林道入口の環境整備！  

まず、“すぐにできること”から  

始めました。問題がある林道の一番

の特徴は、侵入者に管理されていな

い印象を与えていることです。また、

林道入口で注意事項を記した看板の

署の名称が、旧営林署時代のままに

なっていることも目立ちます。  

これらの対策として、林道入口の

清掃・刈払いを行い、看板の表記を  

改め、林道管理者の監視の目が  常

に働いている状態を保ちました。不

法行為を行う場所で「死角を無くす」

対策を施し、不法侵入への心理的な

抑制効果を与えることを徹底しまし

た。  

 

【対策２】実態把握！  

次に、林道入口にセンサーカメラ

を設置し、不法侵入の実態を把握す

ることにしました。ただし、不法行為

であっても相手方には「肖像権（自分

の顔や姿を無断で撮影されたり、  

その写真・映像等を公開・利用されたり  

しないよう主張できる権利）」があります。このため、センサーカメラは「車両番号」と

「不法行為の内容」を写すことを目的として設置場所を決めました。  

その記録から、車の多くはゲートの鍵を開けて入ること、特に自作とみられる鍵を使っ

て確信的に侵入する悪質な行為が確認されました。また、オフロードバイクは、ゲートの

脇の空いた部分をすり抜けて侵入する実態が確認されました。  

 

【対策３】侵入経路を塞ぐ！  

   ゲート脇のすり抜けへの対策として、空いた空間を物理的に遮断することにしました。 

封鎖に当たっては、使わなくなったシカ防護ネットを再利用することにしました。倉庫

の中にあっては廃材料ですが、これを現場に設置したものは「備品」として扱うことがで

きます。これを故意に破壊して侵入した場合、警察署に被害届を出すことにより、その  

程度に応じ、器物損壊（刑事事件）として協力を得ることが可能となります。  

 

【対策４】警察との連携！  

不法侵入への対応は、森林事務所だけでは限界があります。そこで日頃から信頼関係がある警察署

（地元駐在所）に、二つの林道入口で撮影した写真を取りまとめて相談しました。 

図１ 水沼森林事務所（群馬県桐生市） 
における林道不法侵入対策 
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これに対し、警察署でも、地域における 

深刻な問題を共有していただき、警察から

の協力として、①問題のある林道周辺を 

警察パトロールの巡回コースに設定してい

ただいたこと、②林道入口への注意看板（森

林管理署設置）に地元警察署の名称を合同

表記させていただけたこと、③写真から判

読した車両番号等から本人を特定し電話で注意をしていただいたことなど、当初想定した以上の破格

の協力を得ることができました。 

また、警察が刑事事件として介入できるのは、図２のとおり、「撮影画像に３点のポイントが揃って 

いること」との助言を受けました。 

本取組の目的は、あくまでも不法行為

の実態を知ることです。写真撮影におい

て、肖像権など別の法律問題への抵触か

ら、本質の議論からの逸脱を避けるよう

心がけていましたが、警察の刑事介入と

いう別の目的からは、結果として写真に

映っていた対象外のもの（人の顔）が 

有効であり、成果の使い方が異なること

もこの取組の中でわかりました。 

 

４ 水沼森林事務所の取組結果 

桐生市の二つの林道について、不法侵入対

策を６カ月間にわたり集中的に取り組んだ

結果、定量的効果（数値化できる効果）として、

不法侵入台数が激減しました。 

（対策前：155 台 ⇒ 対策後：22 台） 

また、定性的効果（数値化できない効果）と

して、 

①  地域住民から「騒音が減少した」との 

賞賛の声、 

②  事業の受注者（請負事業体）から「工事

車両の通行の安全が確保され、工事が円滑

にできた」との感謝の声がありました。 

特記すべきは、 

③  地元警察署から予想外の破格の協力を

得られたことです。これにより、警察と 

協調して林道の適正管理に取り組む森林

管理署の本気度を、地域中に広めることが 

でき、認知度を上げることができました。 

表 警察との連携① （地域の問題への地元警察署 
からの協力（まとめ）） 

●パトロール巡回コースに設定

●注意看板への合同表記

●車両番号から本人の特定・注意

警察
協力

図２  警察との連携② （警察が刑事介入できる画像 
３ポイント） 

図３ 不法侵入対策の取組結果 
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５  不法侵入の撲滅に向けて  

 ～群馬森林管理署の挑戦～      

（１）  署内勉強会の開催  

桐生市（水沼森林事務所）での先駆けた取組

は、同じ問題を共有する署全体への取組に発展

させる必要があります。このため、 YouTube で  

拡散された群馬県高崎市の「東地蔵峠林道」で  

勉強会を開催しました。  

勉強会では、①日常管理の重要性、②センサー      

カメラの位置、③侵入経路の遮断方法の３点を重要 

事項として共有し、実際にシカ防護ネットを設置する 

などの対策を講じました。 

   

（２）それぞれの森林事務所で実践・展開  

群馬森林管理署内からの参加者全員で問題を

共有し、森林官においては各現場へ持ち帰ること

で、署管内での横展開が始まりました。  

林道が設置された形状や不法侵入の実態に  

応じて、それぞれが創意工夫して対策を行った  

結果、桐生市で始めた取組が、群馬県内各地  

（高崎市、安中市、渋川市）にも広がりました。 

一方で、東地蔵峠林道では、勉強会での対策後

に、ゲート脇からの侵入が出来ないため、ゲート

の下をくぐり抜けるバイクが確認されました。  

群馬森林管理署では、不法侵入対策への本気度

を示していくため、今後の更なる対策として、図４のような  

注意看板を設置し、いたちごっこに終止符が打てるように  

改善を図る考えです。  

 

６  まとめ  

この取組で講じた対策は、いずれもそれ自体は非常に簡単な内容です。 

林道の形状や不法侵入の実態に応じて、必要なものを効果的に組み合わ

せることが効率的です。また、森林管理署のみで限界のあるものは、 

地元警察署との連携でカバーし、協調して実施することで、現場の実態に

応じた実効性ある対策とすることができます。 

国有林林道だけではなく、民有林林道においても、この問題による悩み

や不法投棄につながる事例は数多くあるはずです。適切な林道管理が求め

られる中で、あきらめややることなしに否定するのではなく、まずは 

”できること”から始めてみてはいかがでしょうか。 

群馬森林管理署で始めた狼煙
の ろ し

が、関東森林管理局管内の林道不法侵 

入対策として広がるための“挑戦”に期待します。 

写真４ 金網タイプの防護柵資材に応用 

（群馬県渋川市・前山林道） 

そ
の
行
為

監
視
カ
メ
ラ
で
撮
影
中

○
○
警
察
署

群
馬
森
林
管
理
署

図４ いたちごっこへの対策 

として考案した注意標識 

写真３ 署内勉強会 

「ネットによる侵入経路の遮断」の実践 
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森林環境教育の持続的な推進に向けて 

～小学生を対象とした森林教室の現状と課題～ 

 

                        高尾森林ふれあい推進センター 山田 徹 

 山崎 美輝 

 磯田 伸男 

 

１ 課題を取り上げた背景 

高尾森林ふれあい推進センター（以下、「高尾センター」と称します。）では、小学校等の依頼により、

主に小学生４～５年生を対象とした森林教室を行っています。 

森林・林業を義務教育の中で学ぶ機会は、少なくなってきており、現在の学習指導要領では、小学５年

の社会科にて、森林を学ぶ時間が設けられています。小学５年における学習指導要領上では、知識として、

「森林は，その育成や保護に従事している人々の様々な工夫と努力により国土の保全など重要な役割を果

たしていることを理解すること」とし、さらに、思考力・判断力・表現力等として、「森林資源の分布や

働きなどに着目して，国土の環境を捉え，森林資源が果たす役割を考え，表現すること」を身につけるこ

ととされています。概ね数時間程度、学ぶ機会が設けられているようですが、それ以降、義務教育の中で

森林・林業を学ぶ機会はほとんどありません。地球温暖化や環境面等から森林の必要性は今後、ますます

重要になってくるものと考えられます。森林教室を通じて、児童達が森林・林業に関心を持ち、自分達の

事として考えてもらうきっかけを作る必要があるものと思われます。 

このようなことを背景に、森林環境教育を進めていく上で、特に小学生に対してどのような内容が効果

的なのか、これまで高尾センターが取り組んできたことを振り返りつつ、今後も継続していくために、組

織体制づくり等も含めて考えていく必要が生じたことから、今回、取り上げることとしました。 

 

２ 具体的な取組 

（１）森林教室について 

高尾センターでは、年間 10 数校程度の小学校を受入れて森林教室を実施しています。１校当たり、児

童数 60～90 名程度（２～３クラス）になります。年間 20 校を超える時もありましたが、現在、年間 10 数

校程度、約 1000 人程度の児童を受入れて実施しています。（表１） 

森林教室は、主として①森林観察、②森林学習、③丸太切りとなっています。森林観察は、高尾山の北

側に位置している日影沢キャンプ場周辺の国有林内にて行っています。（図１） 

 

表１ 森林教室の受入状況 

 

20 
25 

30 
27 

24 

13 

26 

30 

23 24 

17 

0

5

10

15

20

25

30

35

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

年度別実績（児童数、学校数）

児童数 学校数

（人） （校）

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
図１ 森林観察の実施場所 
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 具体的な内容は、次のようになっています。 

① 森林観察は、日影沢キャンプ場周辺の国有林内の歩道・林道沿いの森林・植物などを観察しながら 

約 1.5Km、１時間 40 分かけて歩きます。 

② 森林学習は、森林の現状や森林のはたらき、林業についての基礎的な知識を学びます（所要時間：

45 分）。 

③ 丸太切りは、国有林内で間伐したヒノキ小丸太をノコギリで、輪切りにします（所要時間：45 分）。  

 

（２）森林ボランティアについて  

高尾センターで実施するイベントに協力していただいているのが、フォレストサポートス

タッフと呼んでいるボランティアの方々です。この制度は、高尾センターにおいて一般公募

を行い、一定の条件を満たした方の中から、関東森林管理局長が

「フォレストサポートスタッフ（ FSS)」として委嘱し高尾センタ

ーが行うイベント活動に協力してもらう制度です。現在、約 30

名程度の方が登録され、１年間を通じて、高尾センターが実施す

る森林環境教育に係るイベント活動に無償で協力してもらって

います。（図２）  

 

（３）森林教室の具体的な内容 

森林教室を実施する場合の組織体制は、所長が総括責任者とし、森林教室の主担当者が現場責任者とな

り小学校やボランティアスタッフとの連絡調整を行っています。森林観察時には、６班に分かれて実施す

ることから、高尾センター職員が主として先頭に立ち、後方からボランティアスタッフが付きます。  

 森林教室は、児童が主体となって開校式から始めます。児童の司会進

行により進め、児童の代表者から今日の豊富などを話してもらい、高尾

センターからスケジュール、安全事項についての説明を行います。安全

については、森林観察時に特に守ってもらいたい事項について説明を行

います。（図３）その後、６班に分かれて、森林観察を行います。コー

スは、高尾山の国有林内にある「いろはの森コース」の歩道沿いを歩き

ます。周囲は、森林に覆われており、児童達にとって、普段は見ること

のない風景です。説明者（主として高尾センター職員）が先頭に立ち、観察するポイント毎に、季節の植

物の話、森林の話をしながらゆっくりと歩き進みます。後方からはボランティアスタッフが付き、観察時

の説明のサポートや児童達の安全を見守っています。観察は、植物の葉や木の幹に直接、手で触れて「柔

らかい」「硬い」「ざらざらしている」等の感触を感じたり、葉や花の香りを嗅ぎ、その植物特有の匂い

を感じたりするなど、森林の中で五感を感じてもらうようにしています。 

人工林と天然林の違い、スギとヒノキ、針葉樹と広葉樹、木の成長など森林の中で、直接、樹木を見な

がら、説明をします。樹齢 100 年生のスギ人工林がどのように成長してきたか等も説明します。さらに、

木材としての使い方なども現地にて説明します。（図４） 

森林内から湧き出ている水について、森林の土壌も含め、説明し、児童達は湧き出ている水に直接、手

で触れてもらい感想を述べてもらいます。「冷たい」「きれいな水」などの感想が出されます。（図５） 

森林内に流れている沢では、大雨が降ると、水量が増えますが、普段は静かな場所です。児童達は、こ

こで沢の水に触れ、サワガニ等を探します。また、沢の水がなぜきれいなのか、どのように湧き出される

 
 

 
 
 

 
 
 

図３ 開校式 

 
 
 

 
 
 

 
 

図２ ボランティアスタッフ 
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のか、さらには、この水がやがて川に流れ、海に流れていくことなども説明します。（図６） 

 森林と水の関係について、水源涵養や水質浄化などの働きについて、実際に現地を見ながら、分かりや 

すく説明するようにしています。 

 

森林観察後、昼食・休憩をとり、その後、森林学習（講義）と丸太切りを交互に行います。森林学習で

は、「日本の森林」「人工林と天然林」「森林の働き」「木材の利用」「SDGｓ」等について、一方的な説

明で終わらないようにクイズ等も取り入れ、児童達が興味を持てるよう工夫しながら講義を行っていま

す。（図７） 

丸太切りは、国有林内で間伐したヒノキ小丸太を使用します。実際にノコギリを使い、丸太を輪切りに

して行きます。ノコギリを始めて持つ児童も多くおり、ノコギリの使い方をボランティアスタッフから教

わり、安全面に配慮しながら、一人ずつ順番に丸太を切っていきます。（図８・図９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 取組の結果 

森林教室実施後に、児童代表者から感想を述べてもらっていますが、実

際に体験し、児童達が何を思ったのか、どのような事を考えたか等をより

具体的に把握するため、感想文から読み取ることにしました。 

感想文については、毎年度、実施している作文コンクールに提出された 

作品を活用しました。（図８） 

この作文コンクールは、森林管理署等で実施している森林教室などに参

加した小学生を対象に、体験を通じて感じたこと、思ったこと、学んだこ

とを作文にして、応募作品の中から優秀な作品について、表彰するもので

す。主催は東京林業土木協会、協賛として関東森林管理局東京事務所とな

っています。高尾センターで実施した森林教室についても、毎年度多くの

学校から参加してもらっています。令和６年度は 15 校、約 1000 人近くの児童たちが作文を書きました。

そのうち、小学校９校から推薦のあった作文について、児童 72 人の作品を選出し、作文内容を分析して

 
 
 

 
 
 

 
 

 

図７ 森林学習 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
図 10 作文コンクール作品集 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
図８ 丸太切り① 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

図６ 森林観察③ 

（林内に流れている沢） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

図５ 森林観察② 
（森林内から湧き出される水） 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

図４ 森林観察① 
（樹齢約 100 年のスギ人工林） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

図９ 丸太切り② 
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見たところ、多くの児童が森林観察や丸太切りで実際に体験したことを書いていました。「森林観察」で

は、「いろいろな木（樹木）や植物を知ることができた」「葉や花の香り・感触」「森林・自然に興味を

もつことができた」等の感想を書いた児童が８割を占めていました。また、「丸太切り」については、「丸

太を切る時大変だった」「丸太を切った後の達成感が良かった」「ヒノキの香りが良かった」「年輪のこ

とがわかった」「丸太の重さを感じた」等の感想を書いた児童が約４割いました。全体的な感想として、

「森林の働き、大切さを知ることができた」「森林、自然を大切にしていきたい」「森林を守っていくた

めに自分のできることから行動していきたい」「木は伐採しても、再び、植えることにより、また利用で

きることがわかった」「身近に森林がなく、自分には関係ないと思っていたが、森林教室を通じて森林を

身近に感じた」などの感想が書かれていました。実際に森林を見ながら、学ぶことにより、児童達は様々

な発見があり、新しいこと、これまで何気なく見ていた森林・自然に対して興味を示したものと思われま

す。 

現代社会において、都市化が進む中、自然体験を行うには、様々な制約などがあり、人と自然、森林さ

らに林業のことを触れる機会が少なくなってきています。学校教育の中で森林教室など、自然を体験でき

る取組が必要なのではないかと感じています。 

 これまで実施してきた森林教室について、１校当たり

に係る人員を見ると、高尾センター職員も含め、10 数名

必要となっています（表２）。高尾センターでは森林ボラ

ンティア（FSS）の方々がサポートしていただけることか

ら、森林教室を効果的に実施することができています。

このサポート体制がないと、現地を含めた森林教室の実

施は困難となってしまいます。 

 職員についても他業務と兼ねて対応する職員も少なか

らずいることから、今後もボランティアの応援が必要な

状況です。森林ボランティアのサポートがあるからこそ、森林教室が安全安心して実施できるものだと感

じています。 

現在、無償で協力していただいておりますが、今後も事業を継続してくために、経費負担のあり方や森

林教室の受入れが可能な新たなボランティア団体等の人材育成も検討していく必要があるものと思われ

ます。 

 

４ まとめ 

国有林のフィールドを活用し、森林の中で実際に体験しながら学習することは、

効果的な学習方法と考えられます。（図 11） 

森林環境教育は、森林での体験活動を通じて、森林と人々の生活や自然環境との

つながりについて理解と関心を深める活動とされています。森林の持つ多面的な

機能（水源涵養、土砂流出、地球温暖化の緩和等）や林業への理解を促進し、豊か

な人間性を育むことを目的としていることから、義務教育の中で、森林教室を実施

することはとても意義があるものと思われます。今後も森林環境教育を継続し行っていくためにも、限ら

れた職員配置の中で学校等の教育機関との連携を図りながら、また、ボランティア団体等の育成も視野に

入れながら、国有林のフィールドを活用し、安全にかつどのように学習効果等を高めていくか、今後、さ

らに検討していきたいと考えています。 

表２ 森林教室に係る人工数 

 

      児童数    

   児童数実   学校

      

   人            年   学校

  人            年   学校

     人           年   学校

   人            年   学校

 
 
 

 
 
 

 
 

 

図 11 森林教室 
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地域と連携した金尾山の森林づくり 

～第 75 回全国植樹祭機運醸成の取組～ 

 

                            埼玉県寄居林業事務所  浅香 義広 

 

１ 課題を取り上げ背景 

令和７年５月 25 日、第 75 回全国植樹祭が秩父ミューズパーク（埼玉県秩父市・小鹿野町）で天皇陛下 

御臨席のもと開催されました。埼玉県では昭和 34 年（1959 年）に寄居町金尾山で開催された全国植樹祭

「第 10 回大会」以来、66 年ぶり２回目の開催となります。（図１） 

「第 10 回大会」開催地の金尾山では、記念植樹されたヒノキとともにこの地に自生するヤマツツジを 

地域住民で構成するつつじ山保存会（以下「保存会という。」）が大切に育ててきました。（写真１） 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ 全国植樹祭の開催地            写真１ ヤマツツジとヒノキ林 

 

第 75 回全国植樹祭の開催を機に、金尾山の現況をあらためて確認したところ課題が２つ挙がりました。 

１つ目は、ヤマツツジ約５千株の２～３割にカビが発生し、高齢木を中心に樹勢の衰えが生じたためそ 

の対策が必要となったこと（課題１）、２つ目は、地元から緑豊かに成長した金尾山の PR 不足や、入口

の木製階段の腐朽が目立ち始め、歩行者に予期せぬ事故が発生することを懸念する声がありました。（課

題２） 

 

 

 

 

 

 

 

課題１ カビを確認        課題２ 金尾山を PR する看板がない（写真左） 

                       入口の木製階段の腐朽（写真右） 

 

このような中、１つ目については、保存会がカビ対策を検討する一方、高齢化した株に代わる新しい 

ヤマツツジの苗木を植栽したいとの要望がありました。そこで、埼玉県では第 75 回全国植樹祭の開催を

契機として県民参加の森林づくりの取組を進めていたことから、金尾山で植樹イベントを開催し、今大

会の機運醸成を図ることとしました。 

第 75 回全国植樹祭を開催（秩父市・小鹿野町） 

森林・林業と統計 令和 6 年度版 - 埼玉県 

全国植樹祭「第 10 回大会」を開催（寄居町） 

（令和７年（2025 年）５月 25 日） 

（昭和 34 年（1959 年）4 月） 

かなおやま   もり 
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２ 植樹イベントの開催（課題１） 

（１）開催に向けて  

令和７年３月の植樹イベント開催に向け、多くの地元住民 

に参加してもらうため、保存会の提案もあり、町長に御後援 

をお願いしました。その後、地域の各団体長及び小・中学校 

の PTA 役員の皆様に説明会を実施したところ、開催趣旨に御 

賛同を得ることができました。 

また、植樹イベントを地域住民に周知するため、チラシを 

120 部作製し、保存会御協力のもと金尾地区の各家庭に配布 

しました。（図２） 

チラシには、「植樹をしてくれた人に景品をプレゼント！！」 

と表記し、大人と子供が一緒に植樹イベントに参加できるよう 

にしました。                          図２ 配布したチラシ 

                                       

（２）植樹イベントの実施  

開催に向けた取り組みの結果、令和７年３月２日に実施した植樹イベントには、未就学児から 15 歳

以下の子供 14 名を含めた 60 名を超える参加がありました。これにより、ヤマツツジを合計 43 本植樹

することができました。参加者からは、初めて植樹することができた、もっと植えたいとの声が聞か

れました。（写真２） 

当該イベントには、町長や寄居町議長、埼玉県議会議員の姿もあったこと（写真３）、またイベン

トが実施されたことは、寄居町のフェイスブックや埼玉新聞にも掲載されたことから、多くの方の注

目があったことが伺えます。 

 

 

                                 

 

 

 

 

写真２ 植樹イベントの様子              写真３ 町長らの植樹 

 

（３）レクリエーションの実施  

 植樹をしたのち、参加者の皆様には、金尾山の森林が 

緑豊かになるまでの過程を説明しました（写真４）。 

説明では、66 年前の金尾山ははげ山だったが、昭和 34 

年に開催した全国植樹祭「第 10 回大会」で昭和天皇・ 

香淳皇后両陛下御臨席のもと、ヒノキの苗木を１万３千本 

植栽したこと、植樹されたヒノキは下草に被圧されないよ 

う保存会をはじめ地域住民の方が下草刈りなどを行ってき 

たことを伝えました。            

         写真４ レクリエーションの様子 
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 また、２カ月後に迫った第 75 回全国植樹祭 

にちなんだクイズを出して機運醸成に取り組み 

ました。クイズは第 75 回全国植樹祭がどこで 

開催されるのか、大会テーマなどを出題しまし 

た。クイズに参加してくれた方には埼玉県産材 

の木製カプセルトイを回して、景品（木製のし 

おりなど）を受け取れるようになっています。 

（写真５）                  写真５ 木製のカプセルトイと景品のプレゼント 

 

３ 金尾山の PR と安全対策（課題２） 

（１）木製標柱の設置  

２つ目の地元から要望があった金尾山を PR する看板については、木製標柱を人通りの多い入口付近

の道路に面した場所に設置しました。（写真６、７） 

 

 

 

 

 

 

写真６ 木製標柱の設置（令和７年１月施工） 

                         写真７ 木製標柱（近景） 

 

木製標柱には、全国植樹祭「第 10 回大会」開催地と表記しています。設置される前は、車が多く通

るにも関わらず、そのまま何も気づかず通り過ぎてしまう印象がありましたが、設置されたことで、

車のドライバーからでも全国植樹祭開催地であることを認識できるようになりました。 

 さらに、木製標柱の側面に案内板を 

設置しました。（写真８） 

このことから、木製標柱に気づいた 

人が案内板を見て金尾山に足を運んで 

もらえるようになります。 

 案内板には、全国植樹祭「第 10 回大 

会」で昭和天皇・香淳皇后両陛下が御 

手植されたヒノキがあるのでぜひお立 

ち寄りくださいと表記しています。 

そこで、立ち寄り先が分かるよう入           写真８ 案内板 

 口の木製フェンスには、全国植樹祭「第           

10 回大会」開催地と書かれた横断幕を 

取り付けました。（写真９） 

 

 

                          写真９ 横断幕の取付 

55



 
  

（２）木製階段を新しく交換  

 さらに、木製標柱の設置と併せて、平成 25 

年度に第 37 回全国育樹祭の開催の際に施工し 

た入口の木製階段も新しく交換しました。 

（写真 10） 

  新しく交換されたことで、歩行者の安全を 

確保することができました。なお、経年劣化 

している木製フェンス一式は、現在、新しい 

木製フェンスに交換中です。 

 

                      写真 10 新しくなった木製階段（令和７年３月設置） 

 

４ まとめ 

今回のような保存会との活動など、地域の連携が引き続き森林づくりに不可欠な役割を果たします。 

第 75 回全国植樹祭で天皇陛下が御使用されたお種入れとおしぼり受けは、金尾山のヒノキから製作され

ました。（写真 11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         写真 11 お種入れとおしぼり受け 

 

第 75 回全国植樹祭で金尾山のヒノキが活用されたことは、地域と連携して森林づくりが進められてき

た結果であり、埼玉県ではこのように、充実した森林資源を活用する「活樹」（かつじゅ）の推進を図っ

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真は、66 年前に木を植えて良かったと  

眺める地域住民の矢田氏 

【いまドキッ！埼玉】 

放映日：令和７年５月 17 日 

取 材：埼玉県広報課 

協 力：寄居町 
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森林内の放射線

                       森林放射性物質汚染対策センター 伊藤 秀晃

１ 背景

  平成 23年３月 11日 14時 46分 18.1秒 北緯 38度 06分 02秒 東経 142度 51分 06秒でマグニチ

ュード 9.0の巨大地震と大津波が発生し、この影響により東京電力福島第一原子力発電所は電源の供給

が途絶えたことにより原子炉内の冷却に失敗し、放射性物質が環境中に放出されました。

  これにより福島県内 13市町村 115，000ha 47万人に避難指示が出され、その後の除染や放射線の

減衰により避難指示は解除されてきましたが、現在も７市町村 31，000ha（うち森林 25，000ha（国有

林 16，000ha）に避難指示が継続する帰還困難区域が存在しています。

  住民の帰還に伴い地域産業の柱の一つである林業・林産業の早期再開が求められていますが、放射線

被ばくに対する不安の声もあることから、林業従事者に対するリスクコミュニケーションを実施しまし

た。

２ 放射線

（１）放射線の歴史

  放射線は核開発等の人為により発生していると思われているようですが、その歴史は古く地球誕生時

には多くの放射性物質が生成され、今でも放射線を放出しています。

  人類と放射線のかかわりは 19世紀終わりにレントゲンが「X線」を発見したことに始まり、その後の

多くの放射性物質の発見や物質を透過する性質を活かし、医療・農業・工場等色々な分野で活用されて

います。

（２）放射線はどこからくる

  全ての物質は原子からできており、原子は電子と原子核からなり、原子核は陽子と中性子からできて

います。

  原子核内の陽子の数は物資毎に固定されていますが、中性子の数は一定ではなくバランスの崩れた原

子が存在し、これが崩壊するときに放射線が発生します。

３ 被ばく

（１）外部被ばくと内部被ばく

  外部被ばくは自然放射線や X線等の人工放射線を受けたり、体の表面や衣類等に放射性物質が付着

し、体の外から被ばくするものです。

  内部被ばくは呼吸や経口、傷口等から体内に放射性物質が吸入され体の中から被ばくするものです。

（２）放射線は遮断できる

  放射線は物質を透過する能力をもっていますが、その強さは種類により異なり、紙１枚で遮断できる

ものから厚い鉛でも止めることができないものもあります。

（３）放射線の測定

  放射線の測定は①放射性物質の有無を調べる。②空間の放射線量を調べる。③個人の被ばく量を調べ

る。と言った用途に応じた測定器があります。

４ 放射線による影響

（１）日常生活による被ばく
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   日本では日常生活による自然放射線からの被ばく量は約 2.1mSv で世界平均の 2.4mSv より低いで

すが、医療被ばくが 3.87mSvと世界平均の 0.6mSvを大きく上回っています。

（２）健康との関係

   一度に大量の放射線を受けると健康に影響がでますが、短い期間に 100mSv 以下の低い放射線量を

受けることでガンなどの病気になるかどうかについて明確な証拠はみられていません。

   また、国際的な機関である国際放射線防護委員会でも仮説して 1，000人が蓄積で 100mSvを受けた

とすると約 0.5％の５人がガンで亡くなる可能性があると計算していますが、現在の日本人は約 30％

の人がガンで亡くなっており、ガンの発症原因は色々なことが考えられることから、低い放射線量を

受けたことが原因でガンを発症する人が急激に増加するかも明確ではありません。

   なお、自然放射線であっても人工放射線であっても、受ける放射線量が同じであれば人体への影響

の度合いは同じです。
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「君津イオンの森づくり」の取り組みについての事例紹介 

 

                        公益財団法人イオン環境財団  山本 百合子 

 

１ 公益財団法人イオン環境財団の概要 

公益財団法人イオン環境財団は、1990 年に日本で初めて、地球

環境をテーマにした企業単独の財団法人として設立され、本年 36

年を迎えます。設立以来、世界各地の多様なステークホルダーと

共に環境保全に取り組んできており、現在はこちらの４事業を中

心に活動を推進しています。植樹活動では、当財団の植樹および

イオングループ各社による「イオンふるさとの森づくり」を合わ

せた累計植樹本数は、1,284 万本を超えています。大学連携にお

いては、京都大学、国連大学、千葉大学、東京大学、東北大学、

早稲田大学と連携し、里山や防災等に関する共同研究を行っています。 

 

２ 君津イオンの森（戸崎国有林 3.51ha）における協定締結           

2020 年 12 月より、林野庁関東森林管理局、君津市、当財団で 

三者連携協定を締結し、森の再生を通じて地域創生に寄与するた

め、「協定締結による国民参加の森づくり」制度を活用し、君津

市の伐採跡地において、モデルプロジェクトの森として、イオン

の森づくりを推進しています。昨年３月までの第１期を終えて、

現在は 2030 年３月までの第２期となっています。 

 

３ 君津イオンの森づくり        

モデルプロジェクトの森において、小中学校、NPO、NGO、行政

機関及び有識者など、森と人の関わりを創出し、地域ボランティ

アの皆さまと共に取組んでいます。活動計画としては、森を再生

すると共に、様々な森林体験ができるよう「君津イオンの森」の

ゾーニングを行い、千葉県に自生する 17 樹種を５年間で計 6,000

本植樹しました。その他、小中学生をはじめとした地域ボランテ

ィアの皆さまを対象に、森の整備や苗づくりなどの体験を通し

て、森とのふれあいや環境教育の機会を創出します。 

 

また、君津イオンの森づくりでは、多くの地域のボランティア

の皆さまによる植樹活動をはじめ、千葉大学大学院大学院生によ

る研究活動など様々な活動を実施しています。森林の再生をする

ための植樹活動のゾーニングを立案し、各エリアで植える樹種、

植樹本数などを設定し、実施してきました。 

 

 図４ 君津イオンの森のゾーニング 

図３ 君津イオンの森 場所 

図２ 君津イオンの森での協定 

図１ 公益財団法人イオン環境財団の概要 
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(１)植樹  

植樹活動は 2021 年～2023 年の３年間で、計４回行いました。 

植樹した本数は 7,440 本となり、ボランティアでの参加人数は

1,760 名となっています。図５の写真のように、ご参加の皆さん

には、当財団のＴシャツを着用していただき、植樹を行いまし

た。 

 

 

 

(２)育樹（メンテナンス） 

植樹活動と並行し、2020 年以降は、エリア全体の整地下刈や

補植などのメンテナンスを継続して実施しています。2024 年ま

でのメンテナンス活動は、計 35 回となりました。 

図６の写真は、2025 年の５月と 11 月に下刈を実施した際の実

施前、実施後のものとなります。 

 

 

 

(３)バイオマストイレの設置 

当財団は、君津イオンの森に環境教育の一環として、太陽光

発電による「循環式バイオ ECO トイレ」を設置しました。 

このトイレは、太陽の力で電気をつくり、微生物の力で水をき

れいにして、何度も同じ水を使う、水を循環させる地球にやさ

しいトイレとなっています。図７の写真は、昨年 12 月に東京

都渋谷区立代々木中学校の生徒の皆さんがイオンの森で授業

の一環としての活動を行った際に「循環式バイオ ECO トイレ」

の説明を受けているところです。環境教育の場として、そして

活動に参加していただける皆さんが、安心して活動を行えるよ 

うに環境整備を行いました。 

 

(４) 千葉大学大学院 大学院生研究フィールド 

環境教育の場としての活用について、君津イオンの森では、

2021 年から千葉大学大学院 園芸学研究院のフィールド実習の

場として、景観・生物多様性・利活用に配慮した里山づくりの

研究演習を行っています。「植樹・育樹」「バイオマス蓄積」

「生物多様性の推移調査」等を行い、学生が演習成果の報告書

を年１回作成し、報告会を開催しています。 

 

 
図８ 千葉大学大学院 大学院生の活動 

図７ バイオマストイレの設置 

図６ 育樹活動 

図５ 植樹活動 
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2025 年の活動成果報告会では、伐採後の林地残材が木の 

成長に及ぼす影響などの研究や、鹿やウサギの食害対策での

より効果的かつ安価な単木保護技術の研究などの研究成果が

発表されました。 

 

 

 

 

 

 

(５)環境教育 東京都渋谷区立代々木中学校  

続いて、中学生への環境教育の取組みについてです。 

渋谷区のプロジェクトである「探求シブヤ未来科」の一環とし

て代々木中学校 2 年生の生徒の皆さんに向けて、イオン環境財

団が出張授業を行っており、生徒の皆さんの環境課題に対する

興味、理解を深め、行動変容を促すことを目的としています。 

  

昨年 12 月９日には、君津イオンの森において、約 1 年間、

生徒の皆さんが育てた苗木を森に移植する体験をすること、ま

た、君津イオンの森でフィールドワークを行っている千葉大学

大学院の教授や大学院生の講義を受講することの２つの活動

を行いました。 

 

当日は、代々木中学校の校長先生をはじめ、先生方、107 名

の生徒の皆さん、千葉大学大学院教授と大学院生、合わせて127

名にご参加いただきました。 

 

 

 

 

写真は当日の活動の様子です。右上(図 11)の写真ですが、苗木を移植した記念として、君津イオンの森

に看板を設置しました。以下、生徒の皆さんからの感想や活動後のアンケート結果です。 

「大人たちがこんな一生懸命木を育てるの？」「自然に育つのかと思っていた」「環境は守らないと維持

できない時代なの?」「絶景！写真とりたい」「澄んだ空気や森のにおいにも気づいて感動」「自然に興味

をもった」「普段見られない景色を見ることができた」「自然を絶やしたくないという気持ちが芽生えた」 

などの「もっと自然体験をしたい」という回答が、全体の 63％ありました。また、今後の環境アクション

では、「食べ残しをしない」という回答が 64％ありました。 

今回の活動により、これからの未来を背負う生徒の皆さんにも、少しずつ環境保全の意識が高まってき

ていると感じられました。  

 

 図 11 各レクチャーの様子 

 

図 10 生徒の皆さんの移植体験学習  

 

図９ 苗木測定・獣害確認・伐採木測量 
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４ まとめ    

「君津イオンの森」は、「お客さまを原点に平和を追求し、

人間を尊重し、地域社会に貢献する」というイオンの基本理念

のもと、様々なステークホルダーが、里山づくり、環境教育、

研究活動を体現できる場所として活用されています。 

 

人と自然が共生する持続可能な新しい「イオンの里山づく

り」のモデル地区として、今後も継続して取組みを行っていき

ます。  

 

 

 

 

 

 

図 12   イオンの基本理念 
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瞬間サンプリング法による野生動物の密度推定の試み 

 

                               （国研）森林総合研究所 飯島 勇人 

関東森林管理局 保全課 宮本まどか 

 

１ 課題を取り上げた背景 

近年、様々な野生動物と人間との軋轢が、日本各地で問題となっています。例えば、ニホンジカ（以

下、シカ）は林業被害を発生させます。このような野生動物と人間の軋轢を解消する手段の一つとし

て、野生動物の個体数管理があります。適切な個体数管理を実施するためには、野生動物の増減傾向、

個体密度を把握し、それに基づいた捕獲目標を設定する必要があります。しかし、野生動物の増減の傾

向や個体密度を把握するための既存の手法は、労力がかかる上に観測誤差が大きいという課題がありま

す。 

自動撮影カメラは人間が直接観察するよりも観測誤差が少なく、また一度設置すれば長期間調査が可

能なため、野生動物の増減傾向や個体密度の把握に適しています。自動撮影カメラを用いた密度推定法

として、Random Encounter Model、Camera Trap-Distance Sampling、Random Encounter and Staying 

Time モデル、瞬間サンプリング法（IS 法：Instantaneous Sampling Estimator）があります。これらの

手法の中で、瞬間サンプリング法はタイムラプスモードにより設置した時間間隔で撮影を行うため、カ

メラ機種やカメラの性能による誤撮影の影響を受けにくい利点があります。そのため、瞬間サンプリン

グ法を広域で調査することで、様々な野生動物の個体密度やその地域差を効率的に把握できる可能性が

あります。 

関東森林管理局と（国研）森林総合研究所は、シカ被害対策に関する協定を 2013 年に締結し、富士山

国有林のシカ捕獲、各署等において森林の被害状況の把握・分析や現地検討会の開催などを連携して進

めています。本協定はおおよそ５年毎に更新しますが、2024 年に更新を行なった際に、先端技術を用い

た効率的な対策の推進に取り組むことが合意されました。この合意に基づき、瞬間サンプリング法によ

り関東森林管理局内の野生動物の密度を把握し、森林被害の情報と合わせることで、目標とする野生動

物の密度やそこに達するまでの進捗状況を明らかにするための取り組みが行われています。本報告で

は、これまでに得られた結果について紹介します。 

 

２ 材料と方法 

2025 年６〜８月に、関東森林管理局管内の各森林

管理署等ごとに約１km2の範囲を１箇所選定しまし

た。自動撮影カメラによる密度推定を行う際に、偏

りのない密度を得るためには、動物の移動に対して

偏りのない位置にカメラを配置する必要がありま

す。できるだけ恣意性を排除するため、森林管理署

等ごとに１箇所選定した周辺の全ての小班の重心の

位置を QGIS で抽出しました。それらの重心につい

て、最も隣接する重心までの距離が 200m から 300m

以上という条件で重心を 12 地点選定し、その地点に

自動撮影カメラを設置しました。 
図 1 調査方法の現地説明会の様子 
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設置後、撮影した動物を数える範囲を表示し、カメラの有効撮影範囲を測定しました。有効撮影範囲

の測定を簡便にするため、カメラの位置を頂点とする三角形とし、頂点から伸びる二片の長さを 10m と

決定し、底辺の長さを測定しました。三角形の三片の長さを得て、ヘロンの公式により有効撮影範囲の

面積を決定しました。なお、カメラは基本的に地上から１m の高さに地面と水平方向に向けて設置しまし

た。設置後、５分間隔のタイムラプスモードに設定の上、撮影を行いました。 

以上の調査方法を周知するため、現地及び室内での説明会を、複数開催しました（図１）。これらの

説明会で挙げられた意見などを踏まえ、瞬間サンプリング法による調査マニュアルを作成しました。当

該マニュアルは関東森林管理局の HP で公開されており

（https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/policy/business/hogozigyou/attach/pdf/choju-1.pdf）、ど

なたでも利用可能です。 

 撮影データは回収した後、AddaxAI（https://addaxdatascience.com/addaxai/）を用いて動物が撮影

されている画像と何も写っていない画像を自動で分類しました。その後、AddaxAI による判定結果に関わ

らず全ての解析画像を確認し、撮影された獣種を同定するとともに、撮影頭数を記録しました。ニホン

ジカについては、可能な範囲で雌雄も区別しました。人間による画像の確認は、２名の確認者が独立に

確認を行いました。これらのデータに基づき、比較的撮影枚数が多かったニホンジカとイノシシに瞬間

サンプリング法を適用し、調査期間中の個体密度を推定しました。調査や画像の確認は、各森林管理署

等の皆様にご協力いただきました。この場を借りてお礼申し上げます。 

 

３ 結果と考察 

 現時点で結果が得られた森林管理署、かつ獣種ごとの撮影頭数は、表１のとおりでした。ニホンジカ

は、どの森林管理署でも撮影されました。イノシシは上越署、利根沼田署、南会津支署、福島署で撮影

されました。ツキノワグマは利根沼田署および福島署で１頭ずつ撮影されました。ウサギは利根沼田署

のみで撮影されました。その他の獣種として、カモシカ、アナグマ、タヌキ、テン、ネズミ類が撮影さ

れました。撮影頭数は、ニホンジカが圧倒的に多い結果となりました。 

 

表１ 森林管理署かつ獣種ごとの撮影頭数 

森林管理署 静岡 伊豆 上越 利根沼田 南会津 福島 

ニホンジカ 57 37 15 30 3 7 

イノシシ 0 0 1 10 3 4 

ツキノワグマ 0 0 0 1 0 1 

ウサギ 0 0 0 7 0 0 

カモシカ 0 0 0 1 1 1 

アナグマ 1 0 0 0 0 0 

タヌキ 0 5 0 2 0 0 

テン 3 0 0 0 0 0 

ネズミ類 0 0 0 1 0 0 

 

 瞬間サンプリング法により推定されたニホンジカとイノシシの密度は、図２のとおりです。ニホンジ

カ密度が最も高かったのは静岡署で 21.1 頭/km2、最も低かったのは南会津支署で 1.0 頭/km2でした。イ

ノシシ密度が最も高かったのは利根沼田署で 3.5 頭/km2、最も低かったのは今回の調査では撮影がなか
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った静岡署および伊豆署の０頭/km2でした。野生動物の真の個体密度は不明ですが、ニホンジカの推定

密度についてはこれまで知られている密度の値と大きく異なるものではありませんでした。そのため、

瞬間サンプリング法によって野生動物の密度を推定できる可能性が示唆されました。 

 

４ 今後の展望 

 今後は、すでに調査が終了している地域の

データの分析を進める予定です。解析対象地

域がより拡大することで、瞬間サンプリング

法による密度推定値の妥当性をより検証しや

すくなると考えられます。 

また、次年度以降も調査を継続すること

で、野生動物の捕獲を並行して実施している

地域では捕獲の効果を検証することが可能に

なります。さらに、野生動物による被害状況

を調査すれば、野生動物の密度に対する被害

度の関係を明らかにすることも可能です。こ

の関係が明らかになれば、捕獲によって達成

すべき野生動物の密度について一つの目安が

得られることが期待されます。 

 瞬間サンプリング法は１箇所にかかる労力

が大きいため調査地点を増やしにくい難点が

ありますが、都道府県などで収集されている

他のモニタリングデータと組み合わせること

で、空間解像度が高い密度の広域マップを作

成できる可能性があります。そのため、他機

関とデータや推定値を共有して解析すること

で、関東森林管理局と他機関の双方に有益な

情報を得られる可能性があります。 

図 2 瞬間サンプリング法で推定された個体密度 

エラーバーは標準誤差を表す。 
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Ⅱ 一言コメント 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



令和７年度 関東森林管理局森林・林業技術等交流発表会　審査員一言コメント

獣害防止は非常に重要な課題。
ネット柵の維持管理の効率化に資する本研究は重要だと思うので、今後も継
続してもらうことを期待します。

現地検討会を通じた技術者育成について
 

治山課
丸山　寿隆

コンテナ苗木の生産技術向上に向けた取組

群馬県渋川森林事務所
星野　勝

人が減る中、技術の継承、技術者の育成は（どの世界でも）大事であり、素
晴らしい取組だと思った。アンケート結果のフィードバックも良い。

基礎技術を・現地で・グループワークでという仕立てがとても良い。新たな
技術が出てくる中で、若手だけでなく、経験者にも「リスキリング」が必要
となっているので、今後も取り組みを充実させていただきたい。

例えばスマホによるレーザー測量も可能となっています。特に若手職員は柔
軟に使いこなせるように思います。

基礎的な技術の継承はどの業種でも生じている状況。回数が減ることによっ
て継承のスピードが減らないか心配。他分野での研修の実施にもつながると
いいと思う。

視察の効果は十分にあると思う。気候条件などが同じ栃木県の視察だったと
思うが、様々な地域への視察も実施されると効果があると思う。

主伐再造林事業が増加傾向で苗木の需要がさらに高まる中、県が苗木生産技
術向上に指導関与されることはありがたく、今後の継続的取り組みをお願い
します。

視察結果を踏まえた具体的な改善が見えると良いと思います。

コンテナ苗木の安定的な生産確保は重要な課題。生産者間の技術交流によっ
て技術の向上が図られるよう、今後も研修、視察の実施を期待する。

レーザー測量、ICT建機の導入はぜひ進めてください。

アンケート回答者数を増やすことが重要に思います。

技術者の育成・確保は重要な課題。特に専門的な技術をいかにして習得して
いくかが課題と考えており、今後も創意工夫を凝らした検討会を期待する。

苗木生産者さんにとって非常に有益な取組だと思う。

安定した良質なコンテナ苗木を生産することは、その先の60年を決める重要
なテーマだと思います。生産者のネットワークづくりにもつながるよう、こ
のような機会を継続して設けていただきたい。

コンテナ苗の生産技術が多様なので少々驚きでした。ある程度の生産技術指
針が必要かと思います。

獣害防止ネット柵の下草管理方法

群馬県林業試験場
山田　勝也

OWLのさらなる有効活用として、調査立木の樹形分析による材質評価（A,B,C
割合)なども可能であれば取り組んでいただければと思います。

実際に襲用できるか（誤差はどれくらいか）を示してほしいです。

森林資源の把握等に必要な森林調査の効率化は絶対必要となることから、引
き続き調査研究等を行っていただくことを期待します。

S1

地上型３Dレーザを活用した森林データベース
の作成と利用の検討

資源活用課
小池　遊喜
正田　一真

課題名・所属・発表者 審査員コメント

資源量を広域で把握することが目的であれば、航空レーザー、UAVなどを利用
する方法もあると思う。

今ある林分（現状）ではなく、過去のデータを襲用に利用できるのでは？と
いう着想が良い。結果として、材積に予測との乖離が許容範囲内だったの
か、その経験が蓄積されれば、評価できるようになると思います。

複数の手法により取得した点群データから林相の類似性を客観的に判断する
ためのアルゴリズムを開発できないでしょうか。
同時に得られる地形データも活用できると思います。

データの集積がないと襲用には至らないと思われる。継続したデータの蓄積
を期待する。

課題番号

次はネットの視認性を上げることで管理がどれだけ楽に（安く）なったかと
いう効果もわかると良いと思う。

薬剤除草により、その後のネット破損やそれによる獣害が減少したのか、そ
のことも含めて、従来の方法とのコスト比較があるとよい。今後に期待しま
す。

現在の視認性の判定は個人差が大きいようです。
もう一工夫必要ではないでしょうか。

発表の中で動画を使用しており、分かりやすい発表だった。単年での調査で
あるので、ササなど根から再生するような植物については経年での調査をし
ていただきたい。継続調査の結果を期待する。

報告のとおり、単年でなく、継続的な実証により効果検証ができるものであ
ります。引き続きの取り組みをお願いします。

柵管理の必要性を普及広報する上で重要な技術開発です。

S2

S3

S4
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ヒノキをシカ対策しながら育てようという意欲が感じられた。まだ課題とな
ることが多いようだが、引き続き調査を続けてもらいたい。

シカのえさとして造林地周囲の下草灌木をあえて残すことも実証いただきた
い。

まき下がりや変形のデータがあると説得力が増すでしょう。

獣害対策をどうするかは重要な課題、ツリーシェルターによる防護による効
果が確認されたことから、今回の成果をどのようにして生かしていくかが課
題だと思われるので、引き続き検討をお願いする。

現地測量の効率化を図ることは重要な課題、今回UAV測量の利用可能性が明ら
かになったが、実際に利用可能かどうか更なる調査の積み重ねが期待され
る。

S7

S8

ツリーシェルターでヒノキを育てる

千葉森林管理事務所
勝川　誠

現地測量よりも確実に省力化を図れると思う。今後はUAVの大量点群データを
活用する視点があっても良いと思った。

測量の効率化は大事な課題ですね。引き続き、データを収集し、実用性を検
証していただきたい。

誤差の発生した原因についての検討をお願いします。治山の現場での点群
データの活用に期待します。

UAVレーダーによる測量の活用についてはよくわかったが、その結果が実際ど
うだったか検証するともっとよかったと思う。事例の積み重ねと共に期待し
たい。

レーザー測量データの活用にかかる知見の蓄積と精度向上を期待します。

実際にレーザーデータから算出が適用できたのか、できるのかを示してほし
いです。

シカ柵とシェルターのコスト比較も今後していただくと良い。直径と樹高の
データは表ではなく、グラフにした方が分かりやすい。

大変な作業お疲れ様でした。かなりの個体が巻き下がってしまい、補助作業
の負担が大きいとなるとツリーシェルターはヒノキに不向きということです
かね。

比較的簡単な処理でツリーシェルターのよる生長阻害を抑制できることが理
解できました。

着想は面白いと思う。民有地で経費をかけない調査、大変だと思うが、引き
続き、調査してもらいたい。

市役所の主体性ある取組に敬意を表します。今後の下刈実施（下部）実施
地、未実施を設定していただければと思います。

民国連携の好例だと思います。

雑草木の高さを突破した苗木については下刈不要との結果を今後下刈りの省
略化にどう結び付けていくのか、更なる研究をお願いする。

引き続き試験に取り組んでいただきたいです。

まだ単年での調査ではあるものの結果が出てきている。継続した調査を期待
する。

棚倉試験地の８月１日の写真から下草が非常に少ないと思われるので、下刈
未実施でモニタリングされるのも良いのではないでしょうか。

P11.12などのグラフは、上部・下部を実線・破線で分けるなど工夫があると
分かりやすいです。

エリートツリー等コンテナ苗の植栽地において初期成長を確保することによ
り、草との競合を回避することは下刈り省略につながるものと考えており、
引き続きの研究をお願いする。

形状比の時間変化のグラフも示してもらえるとよかったかも。

超緩効性肥料を用いたエリートツリー等
コンテナ苗の活用

森林技術・支援センター
平尾　翔太
仲田　昭一

大苗植栽による下刈省略の検証試験　
第２報

矢板市農林課
市川　貴大

塩那森林管理署
金澤　裕子
伊藤　香里

UAVレーザーを活用した施設維持に向けた現地
測量の省力化について

上越森林管理署
鈴木　夢叶

２年目、３年目の追跡調査の結果を楽しみにしています。

肥料成分が融出しているのに、成長に結びつかなかったのか、成分が十分に
融出しなかったのか知りたいところです。

民間の協力を得て研究を行うことで実務上の制約が生じたことは興味深い。
現実と折り合いを付けながら、研究を続けていただきたいです。

被圧木の今後がどうなるか、調査を継続してください。

S5

S6
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治山事業で求められる早期緑化は本来牧草で対応すべきと思います。

せっかく現地で調査したのであれば写真を使って発表した方が良かったと思
う。調査方法を改めて見直して引き続き調査してもらいたい。

不嗜好性植物の緑化への有効性が確認できたようなので、今後の緑化工法に
活かしていただければと思います。

マット伏工で種子入のところでは、導入した種が何であるかを明示した方が
分かりやすいです。

治山事業実施箇所におていもシカの食害への対策を行っていく必要がある。
地域の状況に応じた対策を検討していく必要があることから、今後も研究調
査を続けていくことを期待したい。

他地域、民国で、技術、仕様書などを相互に理解を深められたのは有効でし
たので、さらに連携を深めていただき、他県へのモデルとなってください。

情報共有結果を次に生かすよう期待します。

シカ捕獲をいかにして効率的に進めていくかが重要。今回異なる地域で異な
るやり方を行っていることが明らかになったことから、改善可能なものがあ
れば改善できないか検討してほしい。また両地域ともに民国連携で取り組み
が進むことを期待する。

国有林ならではの、間隔は長いものの長期モニタリングの素晴らしい成果だ
と思います。

長期にわたる事業の経過や成果を観察し、評価することはとても重要です
ね。次世代に強いメッセージとして伝わったと思います。

長年の国有林における調査を基礎とした素晴らしい発表でした。

治山事業実施箇所において二ホンジカが
植生に及ぼす影響について

治山課
小松　隼人

今後の適用範囲の拡張を期待します。

下刈りの省力化は重要な課題、自走式機械による下刈りの実施が普及できれ
ば大きな成果となるものと考えており、引き続き傾斜や土壌条件の違いによ
る実用化の可能性について検証をお願いする。

国と県でお互いに視察して意見を出し合うというのは良いアイデアだと思っ
た。

「もっと上手にやるために隣はどうやっているのか情報交換してみよう」と
いうアイデアとそれを行動に移したことがGJ！「捕獲ではなく管理」良い視
点。

異なる組織での比較によって今後の課題が見えてきたようです。さらなる協
力体制に期待します。

シカ対策の深刻さからの調査であり、継続してもらいたい。現地視察の内容
や仕様書などもう少し詳しく違いを明確にしたらよかった。

富士山麓のなだらかな地形を活かして、下刈機械の自動走行の実証を日本の
先陣をきって取り組まれていて、素晴らしい。ぜひこのまま、リードしてい
ただきたい。

ある工程を効率化するために、前工程や作業環境の設計段階で対処するとい
うアプローチがとても良いです。継続して研究を深めてください。

発想の転換ですね。今後の実証試験に期待します。

自走式の下刈り機えを導入することを前提にした植栽。中長期的な計画あっ
てこそだと思う。
協議会の引き続きの課題解決に期待したい。

列間は自走式で下刈りできたとして、苗間に残ったかん木草本をどうするか
の課題についての検討結果に関心があります。

次世代へのメッセージとして発表を聞くことができた。単年での調査がこう
して25年後に比較することができて次のステップにつながると思う。森林総
研の調査を含めて今後に期待する。

広葉樹林の更新技術確立はこれからだと思われますが、ドングリ直播、樹裁
も含め今後の観察保全の取組みに期待します。

国有林のこのような取組はもっと評価されてよいと思います。

希少な個体を有する保護林を存続させていくため、シカ被害とナラ枯れ被害
の対応が必要となってきている。シカ被害対策としては、防護だけでなく捕
獲の強化が必要であるし、ナラ枯れ被害については、粘着テープ巻きや、被
害木の伐倒駆除等が必要となっていると感じており、積極的な対応を期待し
たい。

ブラウン・ブランケ法に加えて植生高のデータがあると良いと思った。シカ
の採食圧が高いと不嗜好性植物しか残らないのは仕方がない。これを緑化し
ようとすると、手間もコストもかかる。

今後、継続してデータをとり、シカの食害に対応した適切な緑化の検討材料
を集めていただきたい。今後の施工の仕様にどう反映していくのか期待しま
す。

S14

S9

S10

S11

下刈りの機械化のための自走式下刈り機による
地拵えに関する検証

合同会社ビスペル
馬渡　純

静岡県富士農林事務所　
辻󠄀　菜緒

くくりわなによるシカ捕獲の2地点比較
（伊豆半島と箱根・丹沢地域）

伊豆森林管理署
藤垣　遼大

神奈川県自然環境保全センター　
小澤　海斗

奥日光西ノ湖畔保護林に平成11年に設置したシ
カ柵内の25年後の植生変化

日光森林管理署
野口　光三
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今後の活動に小中学校もからめられるといいなと思います。

緑化の推進に向け、地域住民等と連携した取組を行うことは重要、今回全国
植樹祭が大きなきっかけとなって様々な連携した取組が実施され、成果を上
げることができたと思うので、今後も取組を推進していくことを期待する。

小学生に対する森林環境教育は非常に重要。今後も学校のニーズ等を踏ま
え、効果的な取組となっていくことを期待する。

全国植樹際という目標に向けて行った活動が大変分かりやすかったです。

市民が参加した植樹祭ができ、また、それを機にヤマツツジの更新ができた
ことがすばらしい。保存会との連携を今後も続けていただきたいです。

県の東部の都市域の住民に向けた取り組みをお願いします。

ヤマツツジの保存など地元の支援がなければできないことだと思う。また、
間伐材の割り箸や木製のカプセルトイなど地元ならではのものがあり、地元
の人たちにも喜ばれていることだと思う。今後の活動も期待したい。

全国植樹祭準備・運営大変お疲れ様でした。第10回植樹祭の金尾山をレガ
シィとして、再認識してもらう取組も素晴らしいと感じました。全国植樹祭
の地元担当、その機運醸成の取組、そして今回それら成果の発表は浅香さん
の今後のキャリアに活かされると思います。

子供相手の森林環境教育は重要だと思います。国有林でも森林教室をしっか
りやっているとは知りませんでした。素晴らしい取組だと思います。ぜひ続
けいただきたい。

学校と連携して自然体験の機会を子供達に提供することは大変重要と思いま
す。継続してください。人員減少でこの授業を受けられなくなる子供がいる
のは残念です。

多摩森林科学園との連携、協力はどのようになっているのでしょうか。林野
行政にとって森林環境教育が重要であることがよく判りました。

毎年学校の受け入れご苦労だとは思うが毎年続けられていて敬服する。季節
ごとの違いも色々あると思う。そうした点の発表もあればいいかと思う。

ボランティアスタッフの後継者育成の必要性を感じました。教育学部や森林
科学系大学への声掛けもありかと思いました。大学によっては森林環境教育
の研究室もあるようです。

昨年の山梨事務所の発表が参考になると思います。

警察まで相談し、実際にパトロール実施に至ったのはよかったと思います。
侵入者に不法意識を持ってもらう必要があると思いました。

現場での苦労を解決につなげる発表でした。

不法侵入防止に向けた対策は重要な課題、効果的な対策を検討され、署全体
横展開された取組であり、素晴らしい。今後も対策の推進をお願いする。

不法侵入という目の前の切実な問題に対し、大きなコストをかけず、大変効
果的な対策をされたと思います。素晴らしい取組だと思います。

ぜひ、バズマフで取組紹介していただきたいです。今後、継続して林道管理
業務の中に取り組んでいかれること、多くの地域に取り組みが広がることを
期待します。

オフロードバイクの対策が重要ですね。

不法侵入は大きな問題で、山火事などの一因にもなる。看板が古くなってい
るのをよく見るが、もう少し統一したものにするなど、工夫が必要だと思
う。さらなる効果がでる対策をお願いしたい。

不法侵入への挑戦～林道の安全対策～

群馬森林管理署
石栗　英人　
北澤　寛

森林環境教育の持続的な推進に向けて
～小学生を対象とした森林教室の現状と課題～

高尾森林ふれあい推進センター
山田　徹

山崎　美輝
磯田　伸男

地域と連携した金尾山の森林づくり
～第75回全国植樹祭機運醸成の取組～

埼玉県寄居林業事務所
浅香　義広

S15

S16

S17
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